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議 事 日 程  （第４号） 

 

令和４年３月７日（月）午前10時開議 

 

日程第１        一般質問 

             質問順序  １．11番 吉田 建二 

                   ２．９番 楠  浩幸 

                   ３．14番 荻野 利明 

                   ４．３番 滝本 幸夫 

                   ５．10番 佐原 佳美 
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午前10時00分 開議 

○議長（馬場 衛） ただいまの出席議員は18名で

あります。定足数に達しておりますので、本日の会

議を開きます。 

 本日は傍聴席へ報道機関が入っております。なお、

撮影を許可した者には許可証を交付しておりますの

で御報告いたします。 

○議長（馬場 衛） 本日の議事日程は、お手元に

配付のとおりでございます。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第１ 一般質問を行いま

す。 

 昨日に引き続き、一般質問を行います。 

 本日の質問順序は、受付順により１番 吉田建二

君、２番 楠 浩幸君、３番 荻野利明君、４番 

滝本幸夫君、５番 佐原佳美さんと決定いたしまし

た。 

 初めに、11番 吉田建二君の発言を許します。 

○議長（馬場 衛） 初めに、11番 吉田建二君の

発言を許します。 

  〔11番 吉田建二登壇〕 

○11番（吉田建二） おはようございます。11番 

吉田建二です。一般質問をいたします。 

 新型コロナウイルス感染症対策は、国をはじめ全

国の地方自治体が懸命に取り組んでいますが、先が

見通せない状況下にあります。 

 当市における感染者数は、昨年の令和３年９月末

現在では536人で、その後の感染者はなく、年末ま

で落ち着いた状態を保っておりました。 

 ところが、令和４年の新年を迎えるとともに感染

者が急増し、１月だけで467人を数え、１月末で

1,003人となり、僅か１か月で従前の２倍となりま

した。 

 さらに２月に入ると、これまで以上に急増する状

態が続きました。２月だけで1,011人を数え、２月

末で2,014人とさらに２倍となりました。２月は28

日間と日数も少ない月であることを考えると、２月

はまさに非常に急増した月であったと言えます。 

 国においては、全国的に感染者が急増しているこ

とからコロナまん延防止等重点措置を発令し、感染

阻止対策を強化しており、静岡県も１月27日から適

用されたことにより、当市も対象区域に入っており

ます。その後、感染者が減らないということから重

点措置の適用期間は二度にわたり延長されました。 

 このような状況下にあることから、コロナ感染症

対策に取り組んでいる行政や医療関係機関などの状

況及び市民の皆さんに理解し、実践してほしい事項

などについて、一般質問を通して改めて再認識をし、

コロナ感染症防止対策のさらなる促進につなげたい

ということを目的として質問させていただきます。 

 最初の質問です。地震や台風など災害が発生する

と、通常とは異なる緊急な状態となります。そのと

き、緊急な状態に対応していく業務と現状どおり継

続していく業務、また縮小または停止する業務に分

類して整理し、それぞれの業務に人的配置を行うな

ど、いわゆる急遽執行体制を組み替えて対処してい

くことになります。その対応方針や方法などを盛り

込んだものが、業務継続計画や災害対策マニュアル

であると認識しております。 

 そこで質問します。当市においては地震などの災

害対策版の業務継続計画を策定していることは承知

しておりますが、仮に感染症に関係して多数の職員

が欠勤した場合でも、業務に支障を生じさせないた

めの業務継続計画の感染対策版、言い換えれば感染

症による職員数の減少時における対策版は作成され

ておりますか、お尋ねをいたします。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。総務部長。 

  〔総務部長 鈴木 徹登壇〕 

○総務部長（鈴木 徹） お答えします。 

 本市においては、平成21年５月に新型インフルエ

ンザ対策業務継続計画を策定しておりましたが、令

和２年新型コロナウイルスの感染拡大を受け、同年

７月に計画の見直しを行っております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） ただいま計画の見直しを行っ

ているというこういうことです。 

 なぜ、このような私が質問したかという経過を少

し申し上げたいと思います。 
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 国の総務省においては、コロナウイルス感染症の

感染が拡大した事態となったことを受け、県や市町

村などにおいては感染症が拡大した場合でも地方自

治体の機能の維持と、必要な業務を継続するための

体制確保が必要であり、その業務継続体制に関する

点検を緊急に実施して、その結果を踏まえて市町村

に対して適切に対応するように、本年の１月14日に

県知事宛てに通知が出されました。 

 その通知には、参考資料として中央省庁の業務を

継続していくための業務の仕分け方の考え方を示し

たガイドラインが示されております。 

 このガイドラインには、インフルエンザやコロナ

などによって職員の欠勤者が増えていく反面、感染

症対策の業務が増大する場合であっても、業務の優

先度に応じて強化増大する業務、工夫しながら継続

していく業務、そして縮小または一時中断する業務

などに分類して、少ない職員でもやりくりできる計

画づくりの考え方が示されております。 

 そして総務省は、自治体に対して少ない職員でも

業務が継続できる計画づくりを求めるとともに、実

態の調査を２月上旬に実施し、その結果を２月10日

に発表されました。その概要が翌日の２月11日の新

聞で報道されております。 

 それによると、大部分の自治体で策定されており

ますが、未策定の自治体は全自治体の9.3％に当た

る162市区町村で、静岡県では３自治体ということ

です。この未策定の自治体の半数の81自治体は、今

年度の３月中に策定するということです。 

 私が先ほど尋ねたもう一つの理由は、これまで見

てきた本市の業務継続計画は主に地震等の災害等に

おける業務の継続計画で、職員が減少した場合のこ

とは想定されていないものということで、このこと

が計画の中にはっきりと明記されております。 

 コロナ禍において、欠勤する職員が続出している

現在はどうだろうかということで質問をし、確認を

させていただいた次第です。検討中ということです

ので、ぜひいい方向に持っていっていただきたいと

このように思います。 

 それでは、２番目の質問をお願いします。 

○議長（馬場 衛） ２番目ですね、どうぞ。 

○11番（吉田建二） 業務継続計画にはどのような

内容を盛り込んでおりますか、その概要についてお

尋ねをいたします。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（鈴木 徹） お答えします。 

 市役所内で新型コロナウイルスが感染拡大します

と、窓口対応をはじめ業務の遂行に大きな支障を来

すことが予想されます。 

 そのため、本市の業務継続計画では各所属におい

て継続が必要な事務事業を４つに分類をしておりま

す。１つが従来どおり継続しなければならない事務

事業、２つ目が取扱いの方法を変えて継続する事務

事業、３つ目として停止・中止する事務事業、４つ

目として使用停止施設、この４つに分類し、それぞ

れ課員の20％が出勤できない場合と50％が出勤でき

ない場合についての業務の継続方法を示した内容と

なっております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 20％、50％、職員が欠勤して

も対応できる形でもって今策定しているということ

でございます。 

 総務省の調査によりますと、多いところでは職員

の40％が欠勤して、業務可能は60％という状況をし

て職員配置を考えているという計画があったという

ことですけども、当市の場合はそれをさらに上回る

50％になった場合でもそれに対応できるというよう

なことで取り組んでいるということで、大変力強さ

を感じます。 

 それでは次の質問をお願いします。 

○議長（馬場 衛） ３番ですね、どうぞ。 

○11番（吉田建二） 作成に至った発端と作成の経

緯について、どのようなきっかけで、またどういう

ように作成をしてきたかというようなことについて

お尋ねし、また職員にはどのように周知しているか

も併せてお尋ねをいたします。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（鈴木 徹） お答えをいたします。 

 平成21年に高病原性鳥インフルエンザ、いわゆる

新型インフルエンザが発生し、その後、継続的に人
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から人への感染が確認されたことを受け、感染症対

策版の業務継続計画を作成したことが発端でありま

す。 

 その後、令和２年に新型コロナウイルスによる感

染が急激に拡大したため、同年７月に既存の業務継

続計画の見直しを行ったものでございます。 

 業務継続計画の周知については、幹部会議等にお

いて計画の再確認と対策について指示をするととも

に、全職員が計画を確認できるよう庁内システムの

掲示板に掲載し、職員への周知を徹底しているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 職員の皆さんにも周知すると

いうことですけども、その職員の周知の範囲は幹部

職員にとどめているのか、本当に末端の職員の皆さ

んまで周知しているのか、そこら辺についてはいか

がでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（鈴木 徹） お答えします。 

 先ほどの答弁にもございましたように、幹部会議

等でまずは各部長のほうに指示がなされます。その

後、各部長の下に各課長を集め部内会議、それから

課長が各係長課員を集めての課内会議というような

形で伝達が進められます。 

 それから、職員がいつでも各職員の机の上には当

然パソコンがありますので、そこの掲示板から各職

員は詳細な計画を確認することができるようになっ

ております。全ての職員が承知をしているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） よく分かりました。 

 そして作成の経緯ですけども、令和２年７月に見

直しが行われたということですけども、その作成し

たときには何か作成委員会的な組織を組織して検討

されたのか、どのように検討されたのか。いわゆる

国のガイドラインを参考にしたとか、他の先進事例

を参考にしたとかいろいろ検討の方法があろうかと

思いますけども、そこら辺のことについてもうちょ

っと説明をお願いいたします。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（鈴木 徹） お答えします。 

 総務課のほうが中心になり、各部署に指示をして

作成をしております。そのときに、総務課のほうで

各先進自治体、それから県の状況、そういったもの

を把握した中でこういった形式で、先ほど言った

20％、50％の職員の欠勤した場合と、そういった状

況に分けて作成するようにという指示をしておりま

す。 

 もともと新型インフルエンザ用の業務継続計画が

あったものですから、当然そちらを基に今言ったよ

うな指示を出して、新たな形式でつくり直したとい

うものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） そうしますと、もう策定され

たのは令和２年の７月に見直しをし、７月の時点で

もできたのか、見直しをして実際に計画がしっかり

できたのは例えば９月とか10月とか、そこら辺の時

期についてもう一度確認させてください。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（鈴木 徹） 計画の見直しを行って、

それは直ちに行っておりますので、この７月の時点

でほぼ完成をしております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 了解しました。 

 それでは、次の４番目の質問をお願いいたします。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○11番（吉田建二） 現在、コロナ感染症に関して

は、幅広い範囲の多くの方々にお世話になっており

ます。御尽力をいただいている関係者の皆様には、

心から敬意と感謝を申し上げます。 

 現在の状況を正しく理解しておくことは大事であ

りますので、中核となる医療関係機関における取組

の状況についてお尋ねをいたします。また、課題が

あれば併せて説明をお願いをいたします。 

 範囲が非常に広いということで、分けて質問をさ

せていただきます。まず最初に、ワクチン接種にお
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ける状況はいかがでしょうか、お尋ねをいたします。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 ワクチン接種におけます状況につきましては、２

月６日より65歳以上の一般高齢者を対象に、３回目

のワクチン追加接種を実施しており、64歳以下につ

きましても並行して順次進めております。また、５

歳から11歳の小児接種につきましては３月10日木曜

日から接種を開始いたします。 

 また、ワクチンの追加接種に関わる課題といたし

ましては、国からのワクチンの供給量が直前になら

ないと明確にならないため、接種計画が早く立てら

れないという課題がございます。 

 また、ワクチン会場での課題といたしましては、

当日、連絡もなくキャンセルする方がありますとワ

クチンに余りが出てしまいます。大切なワクチンを

無駄にしないため、急遽接種できる方を手配しなく

てはなりません。市民の皆様には、御都合が悪くな

った場合には前日までにキャンセルの御連絡をいた

だけると、そのような事態を防ぐことができますの

で御協力をお願いいたします。 

 また季節柄、厚着になってしまうのは仕方がない

ことですが、接種の順番待ちの間に肩を出せるよう

準備していただきますと、スムーズな接種が行えま

すので、その点につきましてもぜひ御協力をいただ

ければと思います。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 今ワクチンが進んでいて、課

題としてはワクチンのキャンセルが当日になってし

まうと無駄になってしまうとこんなお話がありまし

た。実はいうと私は昨日、３回目の接種を受けさせ

ていただきました。今日は一般質問するということ

で副作用がなければいいがな、できればキャンセル

しようかどうしようかなとちょっと迷ったわけです

けども、キャンセルなしにしっかりやってきて今は

よかったなと思っておりますけども、いわゆる大切

なワクチンですので、そういう点で市民の皆さんに

は早めに対応するようなことをしっかりと訴えてい

くことが大事だなということを今痛切に感じた次第

でございます。 

 次に、じゃあ２番目の質問をお願いします。ＰＣ

Ｒ検査や健診等における状況はいかがでしょうか、

お尋ねいたします。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えいたします。 

 ＰＣＲ検査や健診等における状況につきましては、

発熱相談窓口を設置しており、発熱等の症状のある

方から電話での御相談に対応しております。 

 かかりつけ医がない方につきましては、浜名医師

会の御協力の下、曜日・時間帯・地域ごとに当番医

を設けており、相談者に応じて医療機関を御紹介さ

せていただいております。 

 診察の結果、医師の判断でＰＣＲ検査が必要な方

につきましては、地域外来・検査センターにおきま

してＰＣＲ検査を受けていただく流れとなっており

ます。 

 ＰＣＲ検査の課題といたしましては、現在は第６

波の影響もございまして、ふだんは週３日実施して

いるところ、患者数が多いため検査が追いついてい

ないということもあり、週５日に増やしていただい

ております。その分、御協力いただく医師の皆様の

御負担が大きくなっております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 了解しました。 

 じゃあ次の質問、いわゆる入院治療や自宅療養、

または濃厚接触者が自宅で待機しているような状況

については現在どんな状況でしょうか、お尋ねをい

たします。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えいたします。 

 入院療養や治療等におけます状況につきましては、

保健所が実施します疫学調査を基に、陽性者を入院

療養、施設療養、または自宅療養の３つから振り分

けを行っております。 

 市といたしましては、そのうち自宅療養者と濃厚

接触者に対し、１月20日より食料品等の支援を実施

しております。 

 食料品等の支援の課題は特にございませんが、現
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状といたしましては第６波の影響も大きいため、感

染者は急増しております。想定以上の申請件数とな

っております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） まさに想定以上の感染者が出

ているという現状でございます。 

 今ワクチン接種だとかＰＣＲ検査、そして自宅療

養、入院療養の状況をお聞きしましたけども、大体

医療関係の概況は理解できました。総体的に見て、

現状においてはまず順調に対応しているというよう

に捉えているか、今は非常に限界に来ているという

ように捉えているか、そこら辺の受け止め方はどん

な程度でしょうか、そこら辺についてちょっとお尋

ねいたします。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えいたします。 

 現状といたしましては、１月以降、オミクロン株

の急拡大によりまだまだ高止まりの状況が続いてお

ります。そのようなことから、医療従事者も含め一

生懸命頑張っていただいておりますが、これ以上ち

ょっと増えると少し影響が出るかなというふうには

考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 状況が理解できましたので、

次の質問に移らせていただきます。 

○議長（馬場 衛） 大きな５番目ですね、どうぞ。 

○11番（吉田建二） コロナの蔓延を阻止していく

には、市民はどのような行動を取ればよいのか、ま

たどのようなことに注意し、理解をしてどのような

ことを実践すればよいのかを知りたいと思っている

市民も大勢いると思います。行政側の立場から、感

染症を予防するために一般の市民の方々に対して望

むことはどのような事柄なのか、また市民の方々に

実践してほしいとする事項は何なのかを改めてお尋

ねいたします。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 感染症を予防するため、市民の皆様には基本的な

感染予防・防止対策として言われておりますまずう

がい、手洗い、消毒、マスクの着用、密閉・密集・

密接の三密の回避、室内の小まめな換気の徹底、感

染が拡大しております地域への不要不急の外出を控

えていただくなど、一人一人の行動が大切な御家族

や御友人など身近な方、そして自分自身を守ること

につながります。 

 新型コロナウイルス感染症の一日も早い収束を目

指し、気を緩めることなく感染対策の実践をお願い

申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 今説明いただいたことは、市

民としてしっかりと理解、そして実践していきたい

と考えます。 

 それでは、次の質問をお願いいたします。６番目

です。 

 感染症対策本部があり、その本部会議でいろいろ

議論されているということでございますが、どのよ

うなことについて協議されているのか、協議されて

いる主な内容についてお尋ねをいたします。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 感染症対策本部会議では、緊急事態宣言やまん延

防止等重点措置が発出された際における本市として

の対策について、市内の感染状況や国・県の対応方

針を踏まえた上で、市として実践すべき対策につい

て協議をしております。 

 具体的には、当期間における本市の行事やイベン

ト、公共施設の運営に関する対応、また市内飲食店

の営業時間の短縮要請に関することや感染状況、そ

の他、市民に対して発出する市長メッセージなどの

内容について協議をしております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 吉田建二君、いかがですか。 

○11番（吉田建二） 協議されている事項は、市の

行事や催しの対応だとか市の施設の運営状況、それ

から蔓延防止をするために市内の営業者への対応と

いうことで、それらについては納得できます。 

 今最後に、一般市民に対してもというようなこと
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をお話しされましたけども、今ホームページ等で公

開されている対策本部会議での議論、検討項目の一

覧表を見たりいろいろしていくと、一般市民に対し

てはどのように説明をしてどう理解をお願いし、何

の協力を呼びかけていくかというような協議が少し

少ないように感じますけども、その点はいかがでし

ょうか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えいたします。 

 市民の皆様には、対策本部会議で決定した事項を

市ウェブサイトまたは公式ＬＩＮＥなどを通じまし

て周知をさせていただいているところでございます

が、緊急事態宣言等の情報につきましては同報無線

などを活用し、いち早くお知らせするよう努めてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 現在、感染陽性者は急激に増

えた状態が継続しております。このままではいけな

いと思います。どうしたらよいと考えておりますか。

こういうことについて、対策本部会議では協議をし

ないのでしょうか、またされていたらどんな具合に

されているか。いわゆるこのままではいけない、じ

ゃあどうしたらいいんだとこういう具合に捉えてい

るのか、そこらについてお尋ねいたします。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 感染対策本部会議といたしましては、先ほども答

弁させていただきましたが、市民の皆様には基本的

な感染予防対策の徹底をまず呼びかけさせていただ

くより、今のところほかにないかなと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 了解します。 

 それでは、現状における感染陽性者数の増加、こ

れは異常な状態であるということですけども、どん

な具合に捉えていますか。私の言いたいことは、増

えた、だからこれを減らすためにはこんな具合にし

ていきたいということで、今は基本的な事項を市民

に徹底していくんだということですけど、その基本

的な事項を徹底していくときにはどういう具合にす

るかというようなことの一歩突っ込んだ議論とか、

その点についてはどんな具合に考えておられますか、

お尋ねします。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします 

 ２月末現在にはなりますが、感染状況の年齢別割

合につきましては、10歳未満が25％、４分の１とな

っております。またその親世代、30代が18％、40代

が15％と、30代以下の方が約７割となっております。

この７割の方の感染の状況につきましては、全体の

８割が家庭内感染が主というようなことで聞いてお

ります。まずは、家庭での感染防止対策の徹底をぜ

ひともお願いをさせていただければと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 家庭内での感染対策を徹底し

てもらうと、非常に大事ですし、そのことは繰り返

し訴えていきたいなと、同感でございます。 

 現在、感染者数、静岡県の中で湖西市はどのよう

な位置にあると市では捉えておりますか。いわゆる

感染者数の市の人口に対する割合だとか、視点を変

えて見れば例えば人口1,000人当たり何人ぐらい感

染しているのか、そういうようなことの静岡県の中

での立ち位置はどんな具合に市としては把握されて

いるのか、その点についてお尋ねをいたします。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 まず、３月６日現在の人口10万人当たりの感染状

況、感染者数になりますが374人となっております。

こちらが県内市町の中でもかなり上位にあると認識

しております。 

 このようなことから、湖西市におきましてはとに

かく市民の皆様にこれ以上感染者を増やさないため

に、基本的な感染対策の徹底につきましてぜひとも

御協力をいただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 吉田建二君。 
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○11番（吉田建二） 今、人口10万人当たりという

ことですけども、１万人当たり、1,000人当たり、

率にしていけば数字が少なくなるだけで、割合は変

わらないわけですけども、私もどんな状況がという

ことで理解するためにちょっと調べてみました。 

 １月末現在、２月末現在と人口1,000人当たりと

いうことで計算したわけですけども、残念ながら湖

西市は一番多い、２月末現在における人口1,000人

当たりの感染者数は34.1人、静岡県の中でトップで

あります。じゃあ２番目はということになると、焼

津市ですけども1,000人当たり32人、そして３番目

は菊川市で29.7人、そしてあとはずっと少なくなっ

ていって29人、25人、24人となっているわけですけ

ども、いわゆるすぐお隣の浜松市が1,000人当たり

24.3人、湖西市が34.1人、これは非常に差は大きい

なと感じます。 

 浜松市は人口が多いもんですから、既に２月末で

１万9,400人の数が感染されていますけども、人口

当たりにするとそういうような数値になるというこ

とで、私は特に市長を先頭に、行政をはじめ関係者

が強い危機感と緊張感を持って具体的な行動指針を

示して、市民に理解と協力を丁寧に呼びかけていく

が重要だなっていうのを強く感じた次第でございま

す。 

 それでは、次の質問をお願いします。 

○議長（馬場 衛） ７番目ですね、どうぞ。 

○11番（吉田建二） コロナに関する相談窓口を設

置されておりますが、相談件数や相談の主な内容な

ど、どのような状況かお尋ねをいたします。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 現在実施しております発熱相談窓口の相談件数に

つきましては、相談窓口を開設いたしました令和２

年12月25日から令和４年３月４日現在で239件の相

談が寄せられております。 

 相談内容につきましては、発熱相談になりますの

で多くが発熱症状があり、コロナ感染の疑いを心配

される方で医療機関の受診などについて相談される

ケースがほとんどとなっております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 市民の方が熱が出たけどどう

なのかって心配して、相談するのがこちらのほうの

相談窓口であるということで、市民にしてみれば非

常に頼れる相談窓口だなとこんなふうに思います。 

 一応、相談窓口の体制はほぼ充足されているとい

うように捉えておられるのか、補強していきたいな

っていうように捉えておられるのか、そこら辺の捉

え方はいかがでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えいたします。 

 相談窓口につきましては、確かに現状、感染が拡

大していることから考えますと拡大できれば一番い

いのですが、人数にも限りがございますことから現

状の維持で実施してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 現状維持ということでござい

ますけども、１週間ぐらい前に、私、市民から聞か

れました。３回目のワクチン接種の通知が届き、近

いうちに接種の予定であるけども、その人の友人は

３回目の案内通知が届いていないのに市に話をして

既に３回目の接種を終えていると、順番に接種して

いくものだと思っていたけども、順番でないという

ことから市の接種を進めていく考え方が理解できな

い、どうなっているんだとこのように聞かれました。

私が説明しましたけども納得できないということか

ら、担当窓口の電話番号を教えてあげた次第でござ

います。 

 コロナに関する相談は何でも受ける、いわゆるよ

ろず相談の窓口を充実させて、必要に応じて専門の

窓口を紹介してあげれば、市に対する信頼を高める

ことにつながりますし、また市民は理解し、納得で

きれば市民の気持ちは不安や困惑から安心と信頼へ

とシフトしてまいります。 

 また、お知らせをする広報については、ホームペ

ージの冒頭にコロナに関するコーナーが設けられて

おり、コロナに関する情報がまとめて提供されてい

て、情報量も比較的豊富に掲示されていて大変便利

だと感じております。そのほか、お知らせのチラシ
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や掲示物も目にすることが多くあります。しかし、

今こそコロナに関する情報をきめ細かく発信するこ

とが重要な時期だと思います。 

 例えば、広報こさいにコロナ対策のことを掲載し

てほしいと思っていたところ、２月15日発行の３月

号に湖西市に全力投球という市長のコメントの中に、

３回目のワクチン接種の開始だとか発熱の状況が出

たときの相談先について掲載されており、よかった

なとこのように思いました。できれば感染陽性者が

急増し、県内でも人口に占める割合は高い位置にあ

る、この事態を脱却するために危機感を強く持って、

このような取組をしていくので、市民の皆さんには

このような協力をしてほしいというようなコメント

を掲載してほしいと期待しております。 

 発熱の状況が出たときの相談先について、記事は

文字が小さくて読みにくさがあるので、ここのとこ

ろのコロナ感染防止の記事を集めた掲示を新たに設

けて、もう少し大きく扱いたいなとそんな具合に思

います。 

 そのほか、家庭におけるコロナ対策や市長のメッ

セージをはじめ、ワクチン接種の進捗状況、それか

ら５歳から11歳のワクチンの接種を始めたよ、ある

いは県の西部健康福祉センターとの連携を強化して

いるよ、そしてもし濃厚接触者になった場合の対応

はこうだとか、あるいは自分の身近な方が感染者と

確認されたときの対応などはこんな具合にするんで

すよと、こういうようにコロナに関する情報をしっ

かりと発信することによって、市民の緊張感は高ま

り、また蔓延を阻止する力を強めることにつながっ

ていくと思います。 

 そこで最後の質問です。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○11番（吉田建二） コロナに関する市民の不安を

軽減する一つの手法として、相談窓口を充実するこ

とだと考えます。また、小まめに広報を繰り返し行

うことも効果的であると考えますがいかがですか、

お尋ねをいたします。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 相談窓口につきましては、先ほどの御質問で答弁

させていただきましたが、発熱相談窓口を今後も継

続してまいります。御相談の内容によっては、国や

県が設置しています相談窓口を紹介するなど、市民

の皆様に寄り添った対応を行ってまいりたいと考え

ております。 

 広報につきましては、議員御意見のとおり小まめ

な広報が必要ではないかと考えております。今後も

市民の皆様にダイレクトに伝わります同報無線の活

用やＳＮＳを活用した広報、必要な情報を適切なタ

イミングで分かりやすく市民の方に周知してまいり

たいと考えております。 

 直近にはなりますが、３月15日発行広報こさい４

月号に先ほど御答弁させていただきました市民の皆

様に実践していただきたいことを、掲載の予定を今

進めているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 市民の方々に小まめに、そし

て熱心に訴えて協力を求めていく、これは非常に大

事だと思います。 

 コロナ感染防止対策の記事を集めたページを設け

たらどうだという具合に私は考えるわけですけども、

その点については今検討を進めているということで

すので、そのことに期待をしていきたいと思います。 

 それでは、最後に当たって、市長を先頭に行政の

関係者がリーダーシップを取って、市民総ぐるみで

コロナ感染の蔓延防止に取り組んで、成果につなげ

ていただけることに大きく期待していることを申し

上げまして、私の一般質問を終わります。ありがと

うございました。 

○議長（馬場 衛） 以上で、11番 吉田建二君の

一般質問を終わります。 

 次に、９番 楠 浩幸君の発言を許します。 

 なお、楠 浩幸君より参考資料の配付を求められ

ましたので、これを許可しております。資料は議席

に配付させていただいておりますので、よろしくお

願いいたします。それでは、９番 楠 浩幸君。 

  〔９番 楠 浩幸登壇〕 

○９番（楠 浩幸） ９番 楠 浩幸でございます。

今日も元気に一般質問をさせていただきます。 
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 前回、12月議会に引き続き産業政策について質問

させていただきます。 

 さて、第２次湖西市観光基本計画が策定をされま

して１年が経過をしました。計画の進捗を確認する

とともに、湖西市の観光政策における動向ですとか、

とりわけ先週末にも同僚議員から質問がありました

けれども、新居弁天地域の再整備の位置づけとコロ

ナ後の観光戦略について、湖西市の考え方を伺いた

いと思います。 

 質問の目的は、冒頭申し上げましたように観光政

策を湖西市の産業政策と位置づけ、観光消費額の増

加はもとより、雇用の開拓確保にもつながるという

ことを目的としております。 

 それでは、１問目の質問に移りたいと思います。 

 第２次湖西市観光基本計画の進捗についてという

ことですけれども、令和３年度の重点の戦略、ＫＧ

Ｉ、ＫＰＩの達成度と課題をどのように認識をされ

ているのか伺いたいと思います。お願いします。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。産業部長。 

  〔産業部長 山本信治登壇〕 

○産業部長（山本信治） では、お答えいたします。 

 令和３年３月に策定いたしました第２次観光基本

計画の達成の状況でございますが、来訪者満足度が

令和元年度の86.3％から令和２年度89.4％、令和３

年度につきましては現在調査中でございます。 

 湖西市を魅力ある観光地として国内外の友人に自

慢できる市民の割合、これにつきましては令和２年

度が49.9％、令和３年度が57.2％となっております。

令和３年度につきましては、市民意識調査のほうか

ら調査をしているわけですが、出題のほうが国内外

の友人に湖西市を訪れてもらいたいかという質問に

変わっておりますので、それを同じ質問として扱わ

せていただいております。 

 同様に、観光ウェブサイトのページビュー数につ

きましては令和２年度が20万2,644アクセス、それ

から令和３年度２月末の数字になりますが 17万

5,840アクセスとなっております。 

 それから、市内で体験できる着地型旅行商品の商

品数が46件から49件となっております。 

 海釣公園のように、コロナ禍においても多数の方

が訪れていただける施設のほうもございましたが、

一般的にコロナ禍の出控えの要因もありまして、市

内の観光施設への来場者は年々減少しているという

状況でございまして、満足度等の数値結果が実際の

来訪者数につながっていないなというふうな感じで

感じております。 

 今後は、さらに満足度が上昇するよう、来るべき

アフターコロナ期に備え、地域一帯で楽しめ、少し

でも滞在時間を延長できるよう、魅力ある観光事業

を進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 満足度と来客数について、な

かなか相関が難しいというのはコロナ禍っていうよ

うな環境もあるかと思います。そんな中で、もう少

し掘り下げて伺いたいんですけれども、来訪者数の

満足度というのはどのような形で調査をされたのか、

ちょっと伺いたいと思います。お願いします。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） 満足度につきましては、

基本的には浜松・浜名湖ツーリズムビューローのほ

うの調査結果のほうを頂いている状況でございます。 

 計画の期間中に、湖西市独自の調査が何とかでき

るような格好で運んでいきたいというふうには考え

てございます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） この基本計画にも2025年度の

湖西市単独で90％の満足度ということなんです。具

体的にはいつ頃この調査が可能でしょうか。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） なるべく早いうちにとい

うふうには思っておりますけれども、今浜松・浜名

湖ツーリズムビューローの側のほうとどのような形

の調査ができるのかということをまず進めてはおり

ます。その中の部分を活用しまして、どういうよう

な格好でそれを湖西市内のほうに展開できるのかと

いうふうに、そういうような格好で考えております

ので、二、三年のうちには湖西市独自の格好のもの
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を取れればというふうには考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） また随分と長いお話、2025年

度で単独でこの90％達成っていうことなんですけど

も、これは最終的に2025年度、もう2022年ですもん

ね、そうするとあと二、三年っていうと最終年度で

確認をするっていうことでしょうか。それだとその

年度の途中で軌道修正ですとか、目標達成のために

アクションが取りにくいかなと思うんですけども、

そんなに時間がかかるもんですか。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） 議員おっしゃるとおりに、

2025年でいきなりその調査をやるとしても、その調

査の成果が正しいのかどうなのかという判断もでき

ませんので、当然最低でもその前の年には実施がで

きる、３年先になる形になりましょうか、そういう

ような形になるかと思うんですけども、なるべく早

くこちらのほうも計画の中に独自の調査を実施する

という形ではうたってはおりますので、そこの部分、

早いうちに実施ができればと思っております。すみ

ません、その程度でございます。申し訳ございませ

ん。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） これについては、こういった

調査は湖西市に限らず各観光施設ですとか地域ごと

に欲しい数字だろうとは思うんですけれども、早急

にここを調査、どうやってやるのかとか項目とかっ

ていうのはそんなに難しいワークではないかと思う

ので、早急に取り上げていただきたいなというふう

に思っています。 

 それからもう一つ、ＫＰＩのほうですけれども、

湖西市へ訪れてもらいたいと、シビックプライドの

部分なんですけれども、質問の内容を変えたという

のは意図して変えたんでしょうか、どうでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） 大変申し訳ありません。

本来、同じこの調査で統一をしていくという前提は

ございましたけれども、ちょっと今回の質問事項の

形としては漏れてしまったということがございまし

て一番近かったものを、来年度以降はこれがＫＰＩ、

選定をしていかなくてはいけない状況になりますの

で、これの採択のほうをしていただくような格好で

調整のほうは図ってまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 来年度については、また質問

内容を元に戻すということでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） それでやっていかないと、

ＫＰＩの意味がなくなってしまいますので、質問は

同じような形のものをなるべく、なるべくというか

それで実施をしていきたい、当然そういうふうに考

えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） そうしますと、今回この湖西

市へ訪れてもらいたいっていう思いが令和２年度か

ら３年度、かなり増加をしているんですけども、こ

の増加の理由は質問の内容を変えたからっていうこ

となんですか、どうなんですか、この増加した理由

を伺いたいです。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） 質問の内容が変わったと

いうことも全くないというふうには思えてはいない

ところでございますが、アンケートの中身を見てい

たところでございますと若い世代、16歳から29歳の

枠の部分の方でそうは思わないという方の数が、令

和元年度のときですけれどもそれが35.7％ございま

した。それが令和３年度のところにつきましては

25.6％と10％数字のほうが動いておりますので、そ

この辺の若い世代の方の考え方のところに何らかの

影響があったかなと、そういうように考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 私も市民意識アンケートの数

字を見てみたんですけども、一番来てもらいたいと

思うというふうに数字が多かったのが、60代、70代

の方がやはり10ポイントずつ増えているんですよ。
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今部長がおっしゃられた若い世代の16歳から29歳っ

ていう部分については、若干増加はしているんです

けども、寄与率としてはやっぱり年配の方の先輩方

の御意見のほうが寄与率としては高かった、これは

どうでしょう。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） お答えいたします。 

 議員おっしゃるとおりに、年齢の高いほうの層側

のほうが肯定的な意見を出していただいているとい

うのは、非常におっしゃるとおりに読ませていただ

きました。あわせて、反対のところを見たときに若

い世代のほうのいいという側の部分の数字はそんな

に変わってはおりませんけれども、悪いっていう言

い方をされている人が少なくなってきたっていうそ

の部分を思うとそちらのほうもあるかな、両面寄与

されているかなというふうに思っております。また、

ただ旅行のことに関していえば、年齢層が高いほう

の方々のほうが動く寄与が多いかと思います。また、

湖西市のことをどういうふうに考えていただけるの

かということを考えたときには、若い方がそうやっ

て思っていただけるということ自体は、非常に私は

その点も寄与があるのではないか、その２点を捉え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） そうですね、シビックプライ

ドの育成ということでは、若い世代にやっぱり湖西

市に来てもらいたいなっていう思いを強く持っても

らうのも必要かなとも思うんですけども、実際に湖

西市に来ていただくお客様がどういう世代の方に来

てほしいのかっていうところが、やっぱりターゲッ

トが明確になっていないと、今の答弁のように若い

人に来てもらいたいんだ、そこそこお金と時間の余

裕のある先輩方に湖西市に来てもらいたいんだって

いうのが、やっぱり戦略的にここが一番重要な部分

だと思うんですよ。ＫＰＩでも一番の部分にやっぱ

り郷土愛を育む観光の地域づくりっていうふうにう

たっているので、実際に部長がお考えになっている

ターゲット層というのはどんな辺りでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） 私個人的なお話になって

しまうというのは、非常に問題があるのかなと思い

ますけれども、基本的に浜名湖周辺へ訪れていただ

ける方っていうのはある意味、中京、あと静岡、東

京圏のところの中の時間的に余裕があるうちの中で

50、60を過ぎた方々のほうが多く回られているとい

うのが実態でございます。そちらのほうの部分をあ

わせてもう少し子供さんを連れたファミリーの部分、

海釣公園で釣りをやっていただくだとかそういうよ

うな格好のもの、そういうようなほうの部分をまた

力を入れて遊んでいただきたいというのが、来てい

ただきたいというのが一つ考え方のベースになって

ございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） もう少し世代を下げたお客様

方に、ファミリーで来ていただけるような子育て世

代にもというようなことなんですけども、そういっ

た世代に対しての体験型の旅行商品っていうのは、

部長がおっしゃるような体験のメニューになってい

るんでしょうか、どうでしょう。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） 議員御指摘のとおりに、

ファミリーに対しての観光で遊んでいただきたいと

かそういうような趣旨のものにつきましては、強い

て言うなれば海湖館ですとかそういうようなところ

の部分で展開をしているというのが多くなります。 

 実際に、市のほうで把握をしている体験型のイベ

ントっていうものにつきましては主に釣り、海釣り、

浜名湖船での磯釣り、そういうような格好のイベン

ト、遊び方が多くて、それにつきましてはある程度

時間的余裕のある30代、40代過ぎ以上の年の方が多

いというふうな動向になっているかとは思っており

ます。 

 多いか少ないか、構成がどうだっていうふうな御

質問ですので、今の時点の構成としてはファミリー

層向けというのはやや少ないかなと、そういうよう

な格好で考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） やはり、ＫＧＩを達成するた
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めのＫＰＩっていうふうになると、やはり戦略的に

ターゲットを定めて、そして体験型の商品を開発す

るのもそうですけれども、それをうまく生かすため

のツールとしてやはりウェブサイトの充実っていう

のも関わってくるかと思うんです。残念ながら、ウ

ェブサイトのアクセス数も減ってきている、これは

大きくはコロナの影響かと思いますけれども、アフ

ターコロナに備えて、また次の質問でも関連するん

ですけれども、ホームページの更新ですとかそうい

ったようなことは今後もしっかり取り組んでいかれ

るのか、このウェブアクセスを上げていくための戦

略、方策っていうのはあるんですか。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） この先、多分質問の中で

出てくる観光協会のほうが、ある程度そこら辺の一

翼を担っていただくということを前提で考えてござ

います。また、観光協会になったときに、またウェ

ブサイトの若干の見直し等は入ってくるということ

を今は聞いておりますので、そちらを新しい協会の

ほうで魅力のあるページをどうやってつくるのかと

いうことを、また改めて考えていっていただきたい

というのは一つ考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） なかなか今、湖西市の観光協

会も事務局としては湖西市がやっていたり、新居町

の観光協会についても商工会さんの中に事務局があ

ったりということで、なかなか専門的な活動という

のは難しかったのかなっていうふうに思っておりま

す。分かりました、１つ目の質問については以上で

終わります。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君、ちょうど１時間

ちょっと過ぎましたので、ここで暫時休憩としたい

と思います。再開を11時15分とさせていただきます。 

午前11時02分 休憩 

───────────────── 

午前11時15分 再開 

○議長（馬場 衛） 休憩を解いて会議を再開しま

す。 

 ９番 楠 浩幸君の一般質問を続けます。２番目

の質問からどうぞ。 

○９番（楠 浩幸） ２つ目の質問に入りたいと思

います。 

 ２つ目の質問は、観光振興組織の再編についてと

いうこと、これも基本計画の中に記載があるわけな

んですけれども、その進捗状況と行政と観光協会・

観光地域づくり法人との役割、その分担をどのよう

に考えておられるのかを伺いたいと思います。お願

いします。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） 観光振興組織につきまし

ては、現在、湖西市観光協会と新居町観光協会の一

元化を進めており、令和４年度４月１日から新組織

としてのスタートを予定しております。 

 統合後の新観光協会では、より効率的・効果的に

本市の観光をＰＲし、市内の細部にわたる情報の掘

り起こしと発信を行うこと、また将来的に自走可能

な組織づくりを目標に活動することとしております。 

 三者の役割分担につきましては、浜松・浜名湖ツ

ーリズムビューローには、本市・新観光協会では困

難な大都市のスケールメリットを生かした広域的な

情報発信を、新観光協会には細やかな市内の情報発

信による市内来訪者増加の取組を期待し、行政とし

ましてはハード・ソフト両面での基盤整備を順次行

ってまいりたいと考えております。 

 今後、さらに三者の連携を強化し、湖西市の観光

ＰＲ、地域経済の活性化に寄与していきたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） いよいよもって、４月１日か

ら観光協会が独立をされるというようなお話だった

と思います。 

 もう少し伺いたいんですけれども、その新しく観

光協会が発足されるっていうことで、行政の役割と

していろんな基盤整備っていうような御答弁があっ

たんですけれども、具体的にはどのような整備内容

っていうんですか、伺えたらと思います。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） お答えいたします。 
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 今現に取り組んでおります新居弁天活性化利活用

計画の類いのほうのものにつきましては、行政のほ

うがある程度音頭を取ってやっていかなければいけ

ないものというようなことで考えております。あと、

市内のいろいろな日常の維持管理を伴うトイレです

とかそういうような類いのものについては、行政の

側のほうがある意味イニシアチブを取って運営、対

応のほうをしていかなければならない、そのように

考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 具体的にはどんなものなのか

なっていうふうには思ったんですけれども、自走可

能な組織に向けてって、団体に向けてっていうよう

なこともあったんですけども、自走可能、もちろん

自立をしてやっていっていただくことが主たる目的

だと思いますけれども、そのためにはどんな行政の

役割の一つとして、どんな支援っていうのか、具体

的にはどのようなことができるのかな、やっていた

だけるのかなというようなところ、今度また予算に

も関わってくるかと思いますけれども、お話しいた

だける範囲で伺いたいと思います。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） お答えいたします。 

 基本的に、今まで市の中の観光協会でやっていた

事業のことにつきましては、とそれとあと新居町の

商工会の中でやっていただきました新居町観光協会

の仕事、業務につきましてそちらのほうにも当然業

務としていろいろ助成等もしているところがござい

ます。そちらのほうのものについて、どういうよう

なことが現実的に可能なのかどうなのか、改めて見

直しながら実際の役割分担について詳細に詰めてい

きたい、そのように今考えてございます。その中で、

自走ができる仕組みを改めてつくり直していくって

いうことを今考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） とりあえずフレームはつくっ

たんだけれども、中身についてはこれからっていう

ように聞こえてしまったわけなんですけれども、こ

れはまた再編っていう言い方が正しいのかどうか分

からないですけども、その話合いについては行政も

関わって継続的に進めていくということで理解して

よろしいですか。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） おっしゃるとおりでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 切り離して終わりっていうよ

うなことにならないように、やはり行政が定めた観

光基本計画ですので、この達成のためにはやはり行

政の役割として必要な基盤整備ですか、財政支援も

そうだと思いますし、法的な手続ですとか整備も担

っていかれるのかなっていうふうに思っております

ので、また経過観察を私どももしていきたいなとい

うふうに思っております。２つ目の質問を終わりま

す。 

 ３つ目の質問に入りたいと思います。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○９番（楠 浩幸） ３つ目の質問は、先日、同僚

議員の一般質問にもありましたように、市長の施政

方針でもお話がありました。新居弁天地域の再整備

について伺いたいと思います。 

 少し前に請願のお話をしました。新居高校、湖西

高校との話合いの中で、高校生との意見交換の中で

新居弁天地域の再開発についても少しお話をしたと

ころなんです。彼らが言うのに、スケートボードの

パークが欲しいというような意見もありました。加

えて、サウンディングの調査の結果、先週もありま

したけれども、地元住民との意見交換の中から新居

弁天公園の整備・管理運営について湖西市の考え方

と、あと重要なところなんですけども事業者の応募

が先週末で締め切られたと思うんですけれども、そ

の結果を併せて伺いたいと思います。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） お答えいたします。 

 サウンディング調査の結果を踏まえ、令和３年10

月に行った地元住民意見交換会では、開発に前向き

な御意見から営業内容についての御心配など、様々
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な御意見を頂戴いたしました。 

 当初から当地域での利活用事業の目的は、年間を

通してにぎわいのある訪れる地域づくりと地元住民

に愛される観光地域づくりとしており、１月に公表

した公募指針には、開発予定地域では代表される

方々だけが楽しむ施設整備だけではなく、地域住民、

市民も利用される公園部分の整備も条件として盛り

込ませていただきました。 

 ３月４日に公募、設置等計画の受付が終了し、１

件の応募をいただきました。提出された事業者にお

かれましては、コロナ禍において経済状況が厳しく、

ファイナンスや構成事業者の調整などがうまくつか

ない中で、アイデアを凝らして前向きに御提案をい

ただいたとありがたく思っております。 

 来訪者・市民にとって魅力的な計画であること、

かつ観光の振興による地域活性化が新居弁天地域、

そして湖西市全域へと広がっていく開発となるよう

期待しているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） まずは一安心というところな

んですけれども、しかしながらまだ最終的にしっか

りと契約まで結びつけていただきたいなっていうふ

うには思っておりますけれども、そんな中で先ほど

も行政の役割で公募の設置の指針にもありましたけ

れども、いろんな制約がある土地っていうふうにも

認識をしておりますけれども、事業者の開発がやり

やすいような法整備について具体的にあれば教えて

いただきたいと思います。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） 一例でございますが、要

は土地の所有者自体がいろんな国であったり県であ

ったり市であったりというような格好のものがござ

います。法整備というところとちょっとずれるかも

しれませんけれども、なるべく湖西市のほうが土地

の所有者となるような形のものの手続のほうを済ま

せていただきまして、湖西市、敷地の中にほかの方

の、ほかの官公庁の敷地が混じらないような形の対

策をまず取らせていただきました。 

 あと、整備としましてＰａｒｋ－ＰＦＩという手

法を取らせていただいております。こちらのほうに

つきましては、この手法を取ることによって建蔽率

のほうを上昇させることができますので、そちらの

ほうの対応を、事業の計画の中でそういう活用して

いただけるということで、メリットがあるような形

の配慮のほうをさせていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 部長が説明いただいた中に、

やはりこの当該地の中に国が所有している土地であ

ったり県が所有している土地であったりっていうと

ころを市の管轄に変えていく、そういった法整備っ

ていうふうに捉えてよろしいでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） 直接の法整備という形に

はなりませんけれども、そこのところで煩わしい行

為にならないような形のもので事前に対応させてい

ただいたものがございます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） いずれにしても、事業者が事

業を行いやすいような環境整備を取られていくって

いうことで理解をするわけなんですけれども、ただ、

先週も同僚議員のほうから質問があったんですけれ

ども、指針の２ページ目に青色の部分、まだ民有地

があって交渉を続けていると、調整中っていうふう

に記載があるわけなんですけれども、具体的にはど

んな調整、いつ頃までにですとかどのような調整を

されているのか、これはやっぱり気がかりなんです

けれども、答えられる範囲でお願いします。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） ●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●。 

 ●●●●●●●●。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） ●●●●●、●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●、●●●●●●●●●

●●。 
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○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） 鋭意調整中ということに

なります●、●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●、●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） ●●●●●●●●●●●●●

●、●●●●●●●●、●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●、●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●、●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●●。 

○議長（馬場 衛） 暫時休憩とします。 

午前11時29分 休憩 

───────────────── 

午前11時31分 再開 

○議長（馬場 衛） 休憩を解いて会議を再開いた

します。 

 ９番 楠 浩幸君の答弁からお願いいたします。

産業部長。 

○産業部長（山本信治） ●●●●●●●●●●、

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●。 

 ●●●●●●、●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●。 

 ●●●●●●●●。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） ●●●●●●。●●、●●●

●●●●●●●●●●、●●●●●●●見守りたい

と思います。 

 それでは、４つ目の質問に移りたいと思います。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○９番（楠 浩幸） まだまだ、先ほどの吉田議員

の話にもありましたけれども、コロナが収束する見

込みがなかなか見通しがない中ではありますけれど

も、アフターコロナ、コロナ後の観光戦略について

考える時間を我々神様が与えてくれているんだとい

うような認識の下に、少し湖西市の考え方を伺いた

いと思うんですけれども、先ほどの新居弁天地域の

再整備も踏まえて、静岡県のお話なんですけれども

海湖館、新居港、関所付近への船だまりがあるんで

すけども、そこまでの船での周遊を企画していると

いうようなことも伺っているところです。 

 コロナ後に湖西市内へ回遊に結びつく観光戦略に

ついて、まあまあコロナ禍の中で考える時間があっ

たと思うんですけれどもお考えを伺いたいのと、併

せて重点戦略の２つ目にもありましたプロモーショ

ンについても、広域の部分では浜松・浜名湖ツーリ

ズムビューローとやっていくよということだったも

んですから、その連携はどのようになっているのか

っていうことを、この２点を伺いたいと思います。

お願いします。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） それではお答えをいたし

ます。 

 本市への来訪につきましては、旧新居宿周辺、海

釣り公園の釣り客が圧倒的に多く、そのほとんどを

日帰りでの来訪が占めております。市内には、長時

間楽しみ宿泊までしていただける観光コンテンツも

観光スポットの近くにある宿泊施設も少ないため、

来訪者は浜松市等で宿泊・観光をし、本市にはその

流れで来訪されるケースが多いと考えております。 

 浜名湖観光圏事業等、地域一帯での観光客回遊の

取組の中で、本市においては少しでも長く滞在して

いただくため、浜名湖サイクルツーリング事業や浜

名湖花めぐりアメイジングガーデン・浜名湖集印帳

事業などから地元観光業・商業につなげていく努力

が必要であると考えております。回遊される観光客

を少しでも多く取り込むことから、さらには本市だ

けでは限界のある情報発信と地域ブランド力の強化

を浜松・浜名湖ツーリズムビューローとのさらなる

連携によって形づくってまいりたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 浜松・浜名湖ツーリズムビュ

ーローにも湖西市役所から出向者を１名出して、活

躍中というふうには聞いているところなんですけれ

ども、ただ、コロナ禍の現在では具体的な浜松・浜
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名湖ツーリズムビューローの施策ですとか、具体的

に海釣公園に集客があるよ、そこから県のほうでは

船で新居関所の近くまで船で連れてくる、これは継

続的にやれるのか、今回トライでやっていくのかっ

ていうところまでは伺ってはいないんですけれども、

うまくいけばそういった回遊が望むことができるっ

ていうふうには考えるわけなんですけれども、ばら

ばらでやっているような印象を持ってしようがない

んですね。 

 前の副市長が最後の議会のときに、湖西市を中心

として、遠州と東三河の200万人の商圏があるよと

いうふうに言っておられたのをすごく印象深く思っ

ているんです。そういった商圏があるにもかかわら

ずなかなか湖西市内に、今までのお話も新居の海釣

公園だとかそういったところを中心とした話で、も

う少し湖西市、旧の湖西市側にも史跡があったりで

すとか、もっと言えば湖西連峰があったりだとかっ

ていうところにしっかりと結びつけていくような戦

略が、本当に浜松・浜名湖ツーリズムビューローさ

んたちと話ができているのかな、定期的に浜松・浜

名湖ツーリズムビューローさんですとかっていうと

ころとコンタクトを取りながら、アフターコロナに

ついて話合いができているのかなっていうふうに思

うわけなんですけど、どうでしょう。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） 浜松・浜名湖ツーリズム

ビューローとの会議につきましては、ワーキンググ

ループに分かれてそれぞれおおむね２か月に一度程

度ずつ会議のほうございますので、そちらの中で事

業内容について話し合わせている状況でございます。 

 また、アフターコロナの戦略につきましては、浜

松・浜名湖ツーリズムビューローのほうもこの先イ

ンバウンドのことをどうしましょうかという点の部

分と、直近で出てきます静岡県全体で出てくるかと

思いますけれども、どうする家康というＮＨＫの大

河ドラマの関係、そちらのほうの部分がこの先ちょ

っとメインを引いてくるのかなというふうなことで

考えておりますが、そのようなことについての取扱

いについて、浜松・浜名湖ツーリズムビューローさ

んを通じて会議のほうを進めさせていただいており

ますので、状況のほう随時、適宜打合せのほうはさ

せていただいているという報告をさせていただきた

いと思います。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） インバウンドについては、ま

だもう少し時間がかかるんだろうなっていうふうに

思うわけなんですけれども、広域的な部分について

は浜松・浜名湖ツーリズムビューローさんと話をし

ながら、足元のところでは観光協会のほうでしっか

りと観光戦略を立てていただけるっていうふうに理

解をしました。 

 それでは最後の質問に移りたいと思います。 

○議長（馬場 衛） 最後ですね、どうぞ。 

○９番（楠 浩幸） 湖西市の観光拠点についてと

いうことでお伺いをするわけなんですけれども、先

ほど来申し上げているんですけれども、湖西市には

観光拠点として潮見坂の道の駅があったり、海湖館

があったり関所資料館があったり、もっと言えば湖

西連峰があったりですとかいろいろと私たちにとっ

ては魅力、私が思う魅力的な観光の拠点があるって

いうふうに思うわけなんですけど、実際にこういっ

た観光拠点の稼働状況について、コロナ禍ではあり

ますけれども課題をどのように認識をされているの

かと、やはり道の駅だとか海湖館だとか関所が、一

生懸命各拠点で頑張っておられるとは思うんですけ

れども、もう少し先ほど申し上げた遠州、そして東

三河の200万人の商圏をうまく使えるような総合的

なコーディネートが必要だというふうに思うわけな

んですけれども、湖西市の考えを伺いたいと思いま

す。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） お答えいたします。 

 観光・文化施設の来場者の現状ですが、年々減少

傾向にあります。特に、道の駅潮見坂につきまして

は道の駅とよはしの開業等の影響もあり、来場者・

売上げ共に落ち込みが見られるなど、それぞれ施設

の状況を踏まえた抜本的な改革が急務であると感じ

ております。 

 今後、予定する取組としましては、道の駅につい
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ては令和４年度での本館増築工事に伴い、周辺施

設・設備の整理をし、景観整備や動線整備を行うと

ともに、キッチンカーを活用した集客事業の実施を

検討しております。 

 また、利用者の改善要望を事業者と共有をし反映

するなど、営業内容・方針を事業者とともに練り上

げていきたいと思います。 

 海湖館においては、観光協会と連携をした環境事

業の精査と、集客の薄い冬季新規イベントの立案や

２階空き店舗の有効活用、関所・関所資料館におい

ては本年度から湖西高校三味線部の演奏披露に関所

面番所の提供を行い、今後の利活用の幅を検討して

いくきっかけをつくり、さらには県下38芸術文化施

設が加盟する「キッズアートプロジェクトしずおか」

に令和４年度から参加、小学生の芸術・文化教育を

推進する事業で、本市の歴史にも興味を持っていた

だく取組を開始いたします。 

 今後は、新観光協会と協同し、観光・文化施設単

体ではなくそれぞれの施設を線で結び、地域一体的

に振興を図る取組を進めてまいりたいと思っており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 今部長の答弁にもありました

ように、道の駅については集客が減っているよとい

うようなことでした。議長の許可をいただきまして、

参考資料を配付させていただいているところなんで

すけれども、ここにはちょっと具体的に道の駅とよ

はしの数字は記載しておりませんけれども、道の駅

とよはしはコロナ禍であっても、令和元年の途中で

開業をされたわけなんですけれども、約半年で180

万人の来客があったと。翌年の令和２年は197万人、

令和３年12月末までですけれども、174万人の集客

があったと、来客があったというようなことです。

このままのトレンドで推移をしていけば、令和３年

度は200万人を優に超えていく来客があるだろうっ

ていうふうなお話も伺っているところです。 

 一方、潮見坂のほうですけども令和元年で82万人、

令和２年度では66万人っていうふうに減少している

んです。何でこんな数字になるのかなっていうよう

なところが非常に愚問になるわけなんですけれども、

お手元の資料の見方なんですけれども、これ実は今、

愛知県の日進市のほうで令和５年度開業に向けて道

の駅を整備されていくときの資料を少し、愛知県の

ほうから少し情報を頂きまして、割と高めの設定ら

しいんですけども、交通量から見たポテンシャルに

ついて分析をされていたので今回御紹介をさせてい

ただきながら、少しお話を伺いたいなと思ってます。 

 ７か所、先進地の事例があって、交通量を12時間

と24時間で調査を国土交通省のほうでやられている

んですかね、これちょっと古いんですけども平成27

年の道路交通センサスからの数字らしいですけれど

も、７か所の平均の交通量が12時間で２万1,672台、

24時間では３万2,082台の道の駅で平均をしたレジ

客数なので、実際にお買物をされたりですとか食堂

で御飯を食べたりする方が96万7,350人、約10万人

の方がお金を落としていくと言うんです。湖西市の

ほうを見てみますと、おかげさまで道の駅の前の潮

見バイパスの交通量は12時間で２万2,610台、24時

間で３万4,235台と、先進地の事例の数値よりも高

いポテンシャルがある、これは交通量だけ見ている

んです。にもかかわらず、実際にレジ客数、実際に

お買物をしたり食堂で御飯を食べた方というのは、

令和元年で42万7,552人、令和２年度に至っては32

万9,119人ということで、ポテンシャルは100万人く

らいのポテンシャルがあるにもかかわらず半分以下、

もしくは３分の１の数字しかなってないということ

はどういうことだろうなということなんですよ。ま

た時間あるときに、お昼休みでもいいもんですから

ＱＲコードを設置しました。道の駅の潮見坂のホー

ムページと道の駅とよはしのホームページのＱＲコ

ードを貼っつけましたので、お昼休みにでもぜひ見

ていただいて比較をしていただければなっていうふ

うに思います。結果がよく分かるかなと。 

 道の駅とよはしさんは、私、仕事柄、愛知県のほ

うへよく行くもんですから帰りによく寄ったりする

んですよ。会報を半年に１回、カラー刷りで道の駅

とよはし通信ですとか、あと公式商品カタログみた

いな、いい紙でビジュアルもすごくすてきで、最近

では通信販売の利益も上がってきているっていうよ
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うなお話も伺っているところなんです。かなり戦略

的にターゲットを絞りながらも、併せて農作物なん

かも販売をやっているＪＡさんが、積極的にやられ

ているという環境の違いもありますけれども、でも

ポテンシャルはしっかり持っていると、潮見坂、ロ

ケーションとしても最高だと思っていますし。 

 やはり一番湖西市でお客様がいらっしゃるのが潮

見坂の道の駅というのは、やはり皆さんも認識され

ているところなんです。あそこからどうやって次の

新居弁天でのジャンクションでお客様に下りてもら

うかという情報発信も道の駅というのは重要な役割

だと思うんですよ。そういった総合的なコーディネ

ートがやはり必要だと思うんですけれども、こうい

ったコーディネートを観光協会さんにトータルコー

ディネートをお願いできないのかなっていうふうに

は思うんですけどもどうでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） 議員御提案ありました、

新しい観光協会の中でどのように市内を回っていた

だくのか、そこの辺の戦略も含めて、この先は観光

協会の部分にある程度委ねていきたいという感覚は

ございます。おっしゃるとおりに、ここで寄って何

を戦略とさせて次のところの目的地に向かわせるの

か、そこら辺の部分というのは新しい観光協会含め

て市のほうと十分関係者含めて、協議のほうをさせ

ていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） お昼も迫ってきて、時間も残

り少なくなったのでまとめてまいりますけれども、

やはりポテンシャルとしては湖西市は交通量も多い

ところにありますし、これからいいシーズンを迎え

てくる、まだカキは盛況だと思いますけれども、ア

フターコロナを見据えてしっかり今考える時間を神

様が与えてくださっているので、しっかりと戦略を

練っていただきたいということと、あと先ほど来申

し上げている新居弁天の再開発については、地元の

方と丁寧に丁寧にお話合いをしていただきながら、

うまく事業を進めていっていただきたいと思いまし

て、今回、一般質問をあえてさせていただきました。 

 これからの事業を見守っていくわけですけれども、

やはり戦略的に、最初に申し上げたＫＰＩ、しっか

りと積み上げていって私たちが本当に心の底から湖

西市に国の内外からも来てもらいたいっていう思い、

シビックプライドを醸成させていって、これはやっ

ぱり実践を伴いながら関係をしていく人を増やして

いただきながら、体験の観光もそうですけれども戦

略的に戦術をしっかりと練ってやっていただけたら

なというふうに思っております。 

 以上で私の一般質問を終わります。ありがとうご

ざいました。 

○議長（馬場 衛） 以上で、９番 楠 浩幸君の

一般質問を終わります。 

 次に、14番 荻野利明君の発言を許します。 

  〔14番 荻野利明登壇〕 

○14番（荻野利明） 14番 荻野利明。私は、日本

共産党を代表いたしまして一般質問を行います。非

常に中途半端な時間帯になりましたけども、時間が

ある限り、午前中の部ですけどもやりたいと思いま

す。 

 まず、１点目は吉田議員と同じように、コロナ対

策について質問をさせていただきます。 

 まず、社会的検査の拡充と自宅療養者の支援をと

いうことで質問しようとする背景や経緯、コロナ感

染が後を絶ちません、全国では１日10万人にも達し

ています。市内においても、感染者が増え続けてい

ます。現在は家庭内で感染が多くなってきており、

お年寄りが感染する原因になっています。こうした

感染を防ぐためにも、社会的検査が必要です。幼稚

園や保育園、学校関係者、高齢者施設など広く検査

を実施する必要があります。また、感染者や濃厚接

触者に対する支援も大切です。こうした人たちに対

する支援について伺いたい。 

 質問の目的、市内での感染者を１人でも減らすた

め、質問事項１に行く前にちょっと担当部長に今の

市内の感染状況をどう捉えているのか、簡単でいい

のでちょっと教えていただけますか。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いします。

健康福祉部長。 

  〔健康福祉部長 袴田晃市登壇〕 
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○健康福祉部長（袴田晃市） お答えいたします。 

 担当部長といたしまして、市内の感染状況をどの

ように捉えているかにつきましては、この１月以降、

オミクロン株が急拡大をしているということで、先

ほどの吉田議員の答弁とも重なりますが、感染が高

止まりということでまだまだ下がり切る兆候が出て

いないというような状況と感じております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 荻野利明君。 

○14番（荻野利明） それでは、１点目の質問に入

ります。 

 コロナは指定感染症となっており、保健所が一手

に管理をしていますが、それだけでは感染防止はで

きません。湖西市でもやれることはやる、こういう

立場でないと市民の命は守れません。社会的検査を

実施する考えがないか、伺います。 

 社会的検査というのは、先ほどの答弁でもありま

したように今若い人たちが感染をして、それを家庭

に持ち帰ってお年寄りが感染をすると、そういう状

況が続いているということで、やはり幼稚園、保育

園、認定こども園ですね、それとかお年寄りの施設、

こうしたところに定期的に検査をしていただきたい

という質問です。お願いします。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 まず、先ほどの吉田議員の答弁とも重なる部分ご

ざいますが、発熱などの症状がある方へのＰＣＲ検

査につきましては、市では令和２年８月12日より地

域外来・検査センターを設置し、現在は平日の月曜

日から金曜日の週５日、ＰＣＲ検査を実施しており

ます。また、市内12の診療所におきましてもＰＣＲ

検査に御協力いただき実施しております。 

 定期的な検査をということでございますが、それ

ぞれの施設に応じて対応が異なりますことから、市

では統一した検査を実施していくということは考え

ておりません。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 荻野利明君。 

○14番（荻野利明） やはり子供たち、幼稚園や保

育園、そうしたところにこっちから出向いていって

検査をしなければ分からないんじゃないですか。だ

って、子供たちだって全く症状のない子供もいるわ

けですから、症状が出なければ病院に連れていって

検査をする、なかなかないですよね、できませんよ

ね、だから言っているんですよ。市のほうから出向

いていって検査をする、そういうことはできないん

ですか。できないのかやらないのか知りませんけど

も、やるべきだと私は思って質問しているんですけ

ども、どうでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えいたします。 

 ＰＣＲ検査につきましては、医療的な検査という

ことになりまして、準備等それなりのものと医師が

立ち会うというようなところも必要となりますので、

これにつきましては施設に出向いてというところは

今のところ考えておりません。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 荻野利明君。 

○14番（荻野利明） 湖西市はできないけど、例え

ば東京なんか聞いてみるとやっているところもある

んですよね、何で湖西市ができないのか分かりませ

んけども。分かりました、やらないということで。 

 じゃあ２点目へ行きます。 

○議長（馬場 衛） ２点目ですね、どうぞ。 

○14番（荻野利明） ワクチン接種のほかに、コロ

ナ感染防止のために市としてやっていることは何か

教えてください。 

 ワクチン接種というのは、これは国の仕事ですよ

ね。もちろん市が協力してやるわけですけども、そ

れ以外に湖西市として何かやっていることがあった

ら教えてください。 

○議長（馬場 衛） 荻野利明君、質問の途中です

けど、お昼となりましたのでここで暫時休憩とさせ

ていただきます。開会は13時から、答弁から始めた

いと思いますのでよろしくお願いいたします。 

午後０時00分 休憩 

───────────────── 

午後１時00分 再開 

○議長（馬場 衛） 休憩を解いて会議を再開いた

します。 
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 午前中の答弁におきまして、答弁の訂正の申出が

産業部長よりありましたので、これを許可いたしま

す。産業部長、登壇してお願いします。 

  〔産業部長 山本信治登壇〕 

○産業部長（山本信治） 午前中の楠議員の一般質

問答弁におきまして、新居弁天利活用事業地内の業

者の交渉についての発言で、関係される方に誤解を

与えてしまうような答弁をいたしました。 

 この答弁につきまして、取消しをお願いし、会議

録からの削除をお願いし、現在、事業者と交渉中で

ある旨、答弁を訂正させていただきたいと思います

のでどうぞよろしくお願いいたします。 

 誠に申し訳ございませんでした。 

○議長（馬場 衛） お諮りいたします。 

 先ほどの答弁を会議録から削除することとしたい

と思います。御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） それでは、そのように決定い

たしました。 

 会議を続けます。 

 14番 荻野利明君の一般質問を続けます。 

 ２問目の答弁からお願いいたします。健康福祉部

長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 吉田議員の答弁と重複いたしますが、発熱相談窓

口を設置し、医療機関へ速やかに受診できる体制を

整えております。 

 経済政策といたしましては、中小企業の感染拡大

を防止するため、市内に主たる事業所を有する中小

企業等の物品購入に対する感染症拡大防止サポート

補助金を交付し、また県のふじの国安全・安心認証

制度を取得した飲食店等に対し奨励金を支給、医療

面と経済面におきまして対策を講じております。そ

の他、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発出

された際には、公共施設の運営に係る情報やイベン

ト等の中止・延期といった内容など、市の対応につ

きまして市ウェブサイト等で情報を発信し、また高

齢者施設や障害者施設などに対しても注意喚起のた

め、情報提供を行っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 荻野利明君。 

○14番（荻野利明） 分かりました。湖西市がやっ

ているというよりも、国や県がやっていることをや

っているというふうにしか思えないんですけども、

感染防止のために湖西市がやっていることをお伺い

しているんですけども、ありますか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） 本市といたしまして

は、市民の皆様等への感染防止をまず呼びかけると

いうところに重点を置いて対応させていただいてい

るということになります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 荻野利明君。 

○14番（荻野利明） だからさっき言ったように、

１点目で言ったように小さい子供たちが感染してい

る、だから検査をしてほしいと言うんですけどもで

きないと、そういうことをやったら湖西市はこうい

うことをやってますと威張れるんですけども、分か

りました。 

 ３点目に移ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○14番（荻野利明） 感染者や濃厚接触者に対する

支援で食料品等を配布しているが、今までの実績、

配布件数はどうなっているのか、お伺いします。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 令和４年１月20日から親族や知人から食料品等の

支援を受けることが困難な自宅療養者と濃厚接触者

に対し、食料品等の支援を開始いたしました。３月

４日金曜日までの配付実績は自宅療養者が45人、濃

厚接触者が104人、合計149人に対し、支援を行って

おります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 荻野利明君。 

○14番（荻野利明） この食料支援というのは３日

間だけでしたよね、１人。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） そのとおりでござい

ます。 

○議長（馬場 衛） 荻野利明君。 
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○14番（荻野利明） それで間に合うんですか、３

日だけで、１人３日って言いますけども、濃厚接触

者にしたって３日たてば出ていっていいということ

ですか、外へ。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えいたします。 

 まず自宅療養者につきましては、県から支給され

るに時間を要するため、まず市として３日分、その

後、県からの支給がございます。濃厚接触者に対し

ては、原則、今のルールでは外出をしてはいけない

ということではございません。市としては、自宅待

機を極力お願いするという意味を含めましてまず３

日間、今のところオミクロン株につきましては２日

から３日で発症するというようなことが医学的に言

われておりますので、３日間の自宅待機をお願いす

るという意味で３日分を支給させていただいている

というような状況になります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 荻野利明君。 

○14番（荻野利明） じゃあ、３日たったら外へ出

てもいいということじゃなくて、とりあえず３日分

あげますのでできるだけ長くうちにいてくださいと、

そういうことでいいわけですね。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 極力、発症等の状況は個人差もあるものですから、

今医学的に言われています２日から３日で発症する

というようなところの押さえとして３日分を配布さ

せていただいてございますので、以降につきまして

の外出はやむない部分はあるかなと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 荻野利明君。 

○14番（荻野利明） 分かりました。 

 じゃあ４点目、濃厚接触者に検査キットは配布さ

れていますか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 濃厚接触者の判定は西部保健所が行っており、Ｐ

ＣＲ検査の実施につきましても保健所が必要と判断

した方のみとなります。 

 抗原検査キットの取扱いにつきましては、検査に

伴う接触感染を防止する観点など、国によりその取

扱いが明確に定めております。また、自己で採取を

していただくことになりますので、偽陽性や偽陰性

となる可能性もありますことから、濃厚接触者全員

に配布することは考えておりません。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 荻野利明君。 

○14番（荻野利明） じゃあ濃厚接触者って、いつ

までうちにいればいいんですか。自分で検査して、

これなら大丈夫だという確証がなければ出られない

と思うんです。その辺はどうでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 濃厚接触者につきましては、現在の基準ですと７

日間待機していただくというような形になっており

ますので、７日以降、特に症状がなければ外出して

いただいても構わないものと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 荻野利明君。 

○14番（荻野利明） 分かりました。 

 全体を通して、非常に部長自身危機感というのを

持っていると思うんですけども、その割にちょっと

物足りないなと、感染防止に対して。そういう感想

を持ちました。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） よろしいですか、この項。 

○14番（荻野利明） はい、２点目へ行きます。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○14番（荻野利明） 運転免許証の自主返納促進に

向けた取組と公共交通サービスの周知ということで

伺います。 

 質問しようとする背景や経緯、高齢者によるアク

セルとブレーキの踏み間違いによる交通事故が後を

絶ちません。しかし、車は高齢者にとっても欠かせ

ない移動手段です。こうした人たちにとって、免許

証の返納は簡単ではありません。やはり、返納を促

進するためには公共交通の整備が必要で、いつでも

自由に移動できる公共交通の整備が欠かせません。 

 質問の目的、高齢者による悲惨な事故を少しでも
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減らすために質問事項１、市としての高齢者の運転

免許証の自主返納促進に向けた取組を伺います。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） お答えいたします。 

 高齢者の運転免許証の自主返納促進は、近年、社

会問題化している高齢者ドライバーによる交通事故

の発生防止につながるものであり、安全・安心なま

ちづくりを進める上で、非常に重要な課題となって

いることから、市として免許返納後も移動で困るこ

とがないよう、公共交通サービスの充実を図ってい

るところです。 

 具体的には、令和４年４月からコーちゃんタクシ

ー、元のデマンド型乗合タクシーと呼ばれるものに

なりますが、原則、市内全域で利用可能となるよう、

運行区域を拡大するほか、企業シャトルＢａａＳの

社会実装を目指した実証実験の継続、あとコーちゃ

んバスの運行効率と利便性の向上に取り組むなど、

サービスを充実させてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 荻野利明君。 

○14番（荻野利明） 質問に答えていただきたいと

思うんですけども、高齢者の運転免許証の自主返納

促進に向けた取組を伺っているわけです。公共交通

がどうのこうのじゃなくて、自主返納してもらうた

めにどんな取組をしていますかという質問です。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） お答えいたします。 

 ２番目の質問のほうで答弁のほうを用意してござ

いましたけれども、移動手段であるコーちゃんタク

シーやコーちゃんバスの提供に加えまして、運転免

許証の自主返納及び公共交通の積極的な転換を図る

観点から、平成29年４月より自主返納者に対し、コ

ーちゃんバスの２年間の無料乗車券を交付する事業

を実施しております。 

 この事業につきましては、コーちゃんバスに無料

で乗車できるだけでなく、コーちゃんタクシーを利

用する際には、１人当たりの利用料金が半額とする

ことができております。また、75歳以上の高齢者に

は平成25年度からバスの乗車に使える回数券を交付

するサービスを開始しており、平成30年度からタク

シーの乗車にも利用範囲を拡大するなど、移動に要

する負担額を軽減する事業を実施しております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 荻野利明君。 

○14番（荻野利明） そうじゃなくて、返納した後

のことじゃないんです。返納するまでの話を聞いて

いるんですよ。どうやったらお年寄りが返納してく

れるのか、それを市としてどういう取組をしている

のかと聞いているわけです、分かりますか。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） こちらのほうからは、先

ほども議員の問いの中でお話がありましたとおりに、

高齢者に欠かせない移動手段ということもあります。

ですので、返納を積極的にやっていただきたいとい

うところの部分はありますけれども、こちらのほう

から働きかけという部分については、基本的にはこ

ういう事業をやっておりますということの事業の紹

介という形のものにさせていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 荻野利明君。 

○14番（荻野利明） 分からなくなってきましたけ

ども、じゃあ特に自主返納のためのことは何もやっ

てないということだと思うんですけども、やはりお

年寄りに返納してもらう、これ誰が説得したらいい

ですか。やはり、お年寄りの家族だと思うんです。

説得して返納するというのは、他人から言われたっ

てうるさいというのが落ちなので、そうした取組を

やっているのかなと思ったんですけども、やってな

いということで１番は分かりました。 

○議長（馬場 衛） よろしいですか。 

○14番（荻野利明） 何もないもの。 

 次に聞きたかったのがさっきの話なんですね、返

納後の交通手段。これ本当の話で、昨日、返納した

人に聞いたんですけども、返納すると非常に不便だ

と、今の湖西市の交通事情からして。ちょっとした

ことなら車でさっと行けばいいのになかなか行けな

いと、そういうことを昨日聞いたばかりで、本当に

お年寄りが返納しても大丈夫だってなるような公共

交通を確立していただきたいと思うんですけど、も

う一度答弁してください。 
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○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） 先ほどの答弁自体は、同

じことを答える話になりますのでちょっと控えたい

と思いますが、この先、コーちゃんタクシー、デマ

ンド系のものを進めていく、先ほど議員の中にもい

つでも自由に動けるというそのような体制を確保し

ていくこと自体が大切だということでお話がありま

した。まさにそのとおりだとは思っておりますが、

いかんせん経費の関係から、手配の関係から追いつ

くところではございませんので、毎年見直しをして

おりますので、とにかく利用勝手のいいものについ

て見直しをしていくということは怠らずにやってい

きますので、その点で御理解をいただきたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 荻野利明君。 

○14番（荻野利明） お願いします。できるだけお

年寄りが返納して事故に遭わないようにということ

でお願いします。 

 それでは３点目。 

○議長（馬場 衛） ３点目ですね、どうぞ。 

○14番（荻野利明） ホームページを見ても、今度

できるコーちゃんタクシー、これについてはどう考

えていますか。 

○議長（馬場 衛） 今の２番目のところの質問で

すか、３はなかったよね、私のほうで３と言っちゃ

ったですけどごめんなさい。僕は大きなほうの項目

３のほうだと思って。今２の続きですか、３番目で

いいですか。 

○14番（荻野利明） ３番じゃなくて２番の。 

○議長（馬場 衛） ３がなくて続きでね、もう一

度、２の続きということで。 

○14番（荻野利明） 再質問ということで、今度で

きるコーちゃんタクシー、これについてのお年寄り

に対する支援というのはどうなるのか。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） コーちゃんタクシーの高

齢者の支援という形のものにつきましては、コーち

ゃんタクシーの中で免許を返納された方に対しての

高齢者であれば、そこの部分で無料乗車券がありま

すので利用することで半額の御利用が可能になりま

す。また、高齢者のバス・タクシー利用料金助成サ

ービスというのがまた福祉のほうで持っております

ので、そちらのほうの利用のほうも可能でございま

す。 

 こちらのほうの考え方につきましては、先ほども

ちょっと申し上げましたとおり年間、ちょっと１年

通してみて大体どのぐらいの実績であるのかという

そこら辺を加味しながら、将来的にはどこが適切な

補助になるのか、助成になるのかということを確認

しながら事業のほうを進めていければと思っており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 荻野利明君。 

○14番（荻野利明） 一つ、病気とかなんかで返納

する人もいるわけですよね、年が75歳とかそんない

かなくても。そういう人というのは対象外なんです

か。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） 免許返納に関して出す無

料乗車券のほうにつきましては、年齢関係なしに利

用は御利用できます。ですので、またそういうよう

なことにつきましても常に同じところであるわけで

なく、常に見直しをしていければと、そういうよう

に考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 荻野利明君。 

○14番（荻野利明） 分かりました。できるだけ高

齢者が免許返納できるように、公共交通のほうも見

直し見直しで便利なようにしていただきたいという

ふうに思います。 

 次、３点目。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○14番（荻野利明） 特別障害者手当について、市

に周知をお願いしたいと思います。 

 質問しようとする背景や経緯、特別障害者手当は

著しく重い障害があり、日常生活に常時、特別な介

護が必要な二十歳以上の人に、月おおよそ２万

7,000円が支給される国の制度で、特別な介護を必

要とする在宅の障害者に対して支給されるとなって
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います。 

 障害者手帳がなくても要介護４、５でも手当が受

けられる可能性があることを、市はもっと周知をす

べきだと考えます。 

 質問の目的、特別障害者手当は障害者手帳がなく

ても受給できること、要介護４、５でも受給できる

ことを知らない市民がいるからです。 

 質問１、現在、特別障害者手当を受給している市

民は何人いるのか教えてください。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 特別障害者手当の受給者は、令和４年３月７日、

本日現在で36人となっております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 荻野利明君。 

○14番（荻野利明） この人たちというのは皆、障

害者手帳を持っているわけですか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えいたします。 

 １名は障害者手帳を持っていない方がお見えにな

ります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 荻野利明君。 

○14番（荻野利明） もっと周知をすれば、障害者

手帳がなくても常時介護が必要な人っていうのはい

るかと思うんです。そういう人たちにこの制度があ

るということを、しっかりと周知をしていただきた

いと思います。 

 じゃあ２番目、民生・児童委員などにもこうした

ことを徹底して、対象となるための要件を周知する

必要があるのではないでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 特別障害者手当を含めた障害者支援制度につきま

しては、現在も市のウェブサイトに掲載し周知を図

っておりますが、議員御意見のとおり十分な周知が

できていない部分もあろうかと思います。さらに市

民の認知度を高めるため、市ウェブサイトへの継続

掲載はもちろんですが、定期的に広報紙にも掲載し、

広く市民に周知を図るとともに、掲載に際しては分

かりやすい説明となるよう、工夫してまいりたいと

考えております。 

 また、民生委員・児童委員など障害に接する機会

の多い方にも、機会を捉えまして特別障害者手当を

含めた障害者支援制度についての御説明をさせてい

ただくなど、幅広い周知を図ってまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 荻野利明君。 

○14番（荻野利明） ぜひ、市民に対して周知をし

ていただきたいというふうに思いますし、お願いを

したいと思います。 

 終わります。 

○議長（馬場 衛） 以上で、14番 荻野利明君の

一般質問を終わります。 

 次に、３番 滝本幸夫君の発言を許します。 

  〔３番 滝本幸夫登壇〕 

○３番（滝本幸夫） ３番 滝本幸夫、一般質問さ

せていただきます。今回の質問は海岸線の問題にな

ります。 

 主題として、白須賀地区海岸線の駐車場、トイレ

及び道路の整備について。 

 質問しようとする背景や経緯、新居から続く遠州

灘の白須賀海岸は、太平洋の広大な眺めの中、マリ

ンスポーツや釣りを楽しんだりウオーキングをした

り、自然に包まれ安らぎを求める人々でにぎわう湖

西市の大切な場所です。 

 そこで、未来につながる自然環境の保全と自然を

愛し、美しい風景を楽しむ人々にとってかけがえの

ない遊び場や駐車場等の管理運営を地元が担ってい

くことで地域の活性化を図り、地元住民が執行機関

である行政のサポートをしていくことが重要である

と考えます。 

 現状は地元の自治会、それから地元のサーファー、

サーファーは10年間ぐらいやっておりますけども、

海岸清掃、こちらをやっております。ボランティア

活動で海岸とかあと海岸清掃、浜道の整備、草刈り、

駐車場の穴埋めなんかをやっておりますので、これ

らの管理運営を未来に向けて持続していくために、

地元若手によるＮＰＯ法人の立ち上げを実施し、次
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世代につなげるすばらしい大自然を守っていきたい

と思っております。 

 質問の目的、白須賀海岸を快適な場所として維持

していくために必要な駐車場、トイレ及び道路の整

備と地元住民と行政の協力体制の構築を、今後の管

理運営をどのように継続していくか伺いたいと思い

ます。 

 遊び場としての意義というかそういうものという

のは、高校生の子たちとのコミュニケーションの中

でもかなり望んでいるというのが分かりましたので、

つながっていかなければいけないなっていうのは感

じております。 

 １番目の質問に参ります。１つ目は、農業従事者

が畑をつくっている場所がありまして、そこの農道

への迷惑駐車、これはシーズン中、結構すごい量の

車が来て100台単位になっちゃっている可能性が多

いと思います。地元の有志が新たな駐車場の設置を

計画しています。その設置に対して、市からどのよ

うな協力が得られるかを伺いたいと思います。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いします。

産業部長。 

  〔産業部長 山本信治登壇〕 

○産業部長（山本信治） 答弁の前に、白須賀自治

会、地元サーファーをはじめとする皆様に、海岸清

掃、草刈り、駐車場の整地、穴埋め等、ボランティ

アで地域美化及び観光地整備に取り組んでいただい

ておりますこと、改めて感謝のほうを申し上げます。

ありがとうございます。 

 では、答弁いたします。 

 御質問の駐車場の設置計画は、場所が愛知県との

県境に近い海岸端の敷地に駐車場を造成したいとい

うことでお聞きをしております。 

 お話が進む中で、市が協力できるものが何か、明

確になってくるかと思われます。事業計画を策定し

ていくに当たり、今後も引き続き地域に寄り添いな

がら協力をさせていただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 滝本幸夫君。 

○３番（滝本幸夫） 今の答弁で協力いただけるっ

ていうことは分かりました。ある程度、地元として

もやはり身近なところに県境があるもんですから、

県境の豊橋市のほうの議員さんとも懇意になってい

る人がいるもんですからお話をしたりして、どうで

すか、この辺のあれで一緒にやりませんかっていう

部分を探っていこうよっていうお話合いをしたこと

があります。現状、豊橋市のもう少し向こうに伊古

部っていうところがあるんですけど、そこら辺まで

はやりたいよねっていうことで言っています。地元

のサーファーさんたちとの話にしても、そういう答

えが返ってきておりますので、何とかこちらでやっ

ていきたいなというふうに思っております。 

 やはりやろうとするからには、やはり自分たちの

単独行動っていうのはまずいなと思っているもんで

すから、その辺で市のほうに報告・連絡っていう形

を取って、ある程度御協力いただけるんではないか

というふうに思って動きますのでよろしくお願いい

たします。 

 それから２番目へ行きます。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○３番（滝本幸夫） 白須賀海岸の西側駐車場のト

イレの管理について伺います。また東側駐車場へト

イレを新設する考えはありますか。 

 この東側というのは、今駐車場が50台余り停めら

れる駐車場ですか、セブンイレブンの裏側にあるん

ですけども、それよりももうちょっと東側に小さな

駐車場があるんですけれどもそこの近く、ここの周

りにトイレが全然ないんです。１つぐらいないと、

ちょっと歩いていったって10分やそこらだっていう

ことなんであるんですけど、土地がないわけではな

いし、ある程度不便を感じないように楽しく遊べる

っていうことを考えたときに、あればいいんじゃな

いかなって思っているもんですから、それとやはり

催してきたときにしっかりとしたトイレがないと、

いろんなところでトイレしちゃう人がいるもんです

から、そういうのも避けたいなと思っています。せ

っかくいい遊び場を造っているのに、そういうこと

が整備されてないっていうのは非常にこちらとして

もよくないなっていう感じがするもんですから、そ

のことについて市のほうとしての、こういう形なら

っていうことを伺いたいなと思っているんです。よ
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ろしくお願いします。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） お答えいたします。 

 白須賀海岸西側駐車場トイレ清掃は、駐車場のご

み拾いと一括し、特定非営利活動法人クローバーと

委託契約を締結し実施しております。トイレの管理

につきましては、文化観光課の所管となり、浜名環

保株式会社と委託契約を行い、浄化槽の汚泥抜き取

りの清掃等を実施しております。 

 東側の駐車場につきましては、議員おっしゃると

おり週末には釣り・サーフィンと来場される方が非

常に多い場所ではございますが、地元有志の方々の

整備・清掃で有効に利用されていることも承知をし

ております。しかしながら、トイレの設置につきま

しては西側駐車場とさほど距離が離れていないとい

う観点と、あと上水道本管から距離が離れているた

め、設置に対しては多額の費用が見込まれることが

想定されますことから、現時点においては新設の考

え方はございません。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 滝本幸夫君。 

○３番（滝本幸夫） トイレというのは本当に基本

的にあって当たり前っていう感覚が非常に強いんで

す。ましてや、遊びにいったときに不便を感じると

いうのは非常にまずいんで、やっぱり自分が行って

もそうですけど、やっぱりそういうとこだとトイレ

したくないっていう部分も出てきちゃって、実際に

浜名湖の西岸のほうで音楽が流れるトイレがありま

すよね、皆さん御存じだと思いますけども、そうい

ったいわゆるくつろいでいるときにいいなっていう

感じのそういうものっていうのはもっとあっていい

んじゃないかなと思うんです。遊びにいっていると

いう感覚、楽しんでいるっていう感覚をやっぱりそ

れだけ増長してくれるのがトイレだと思ってますの

で、きれいなトイレにしたいなということで考えて

いるもんですから、そこらにトイレされちゃったん

じゃ困っちゃうんで。新居のほうで今いろいろ開発

が進んでるわけですし、その流れとして一緒にやっ

ていただけることがあるならば、ぜひともやってい

ただきたいなと思ってますんで、お願いしたいなと

思います。 

 じゃあ３番目へ行きます。 

○議長（馬場 衛） ３番目ですね、どうぞ。 

○３番（滝本幸夫） 本当にトイレの話ばっかりに

なっちゃうんですけど、地元の有志による駐車場が

設置された場合、まだ準備には入っているんですけ

れども、市としてはトイレを設置して管理する考え

はありますかということでお伺いします。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） お答えいたします。 

 駐車場の設置場所の土地の所有者・管理者によっ

て状況は異なりますが、基本的には市内太平洋沿岸

で現在トイレが設置されている道の駅潮見坂、白須

賀海岸西駐車場のほか、元町公園や大倉戸農村公園、

浜名保安林駐車場にもトイレが設置されているため、

充足されていると今現時点では考えております。 

 しかしながら、今後、釣り・サーフィンなどがさ

らに盛んになり来訪者が増え、観光振興・地域活性

化のつながりが構成されていけば、市有地など官有

地において駐車場の整備、トイレの改修・設置など

の可能性も出てくるのではないかと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 滝本幸夫君。 

○３番（滝本幸夫） 分かりました。 

 じゃあ４番へ行きます。 

○議長（馬場 衛） ４番ですね、どうぞ。 

○３番（滝本幸夫） 先ほど先輩議員のほうからも

道の駅の潮見坂の件で出たんですけれども、今あそ

こより西側というのが非常に舗装も悪いし、道幅は

狭くてすれ違うことができない場所っていうのが結

構あります。こういうものをやっぱり整備していた

だかないと、なかなか全体的に使うということが考

えにくいもんですから、特にその辺の整備の状況を

教えていただくのと、道の駅潮見坂との関連という

ものもいろいろ、トイレを使うだけじゃなくて客と

してサーファーさんが入っているかどうかっていう

ところが非常に大きな問題になっているし、かなり

の人数が来てますので、今は駐車場が分かれている

状態で道の駅の駐車場には入れられない状態になっ

ていますね、サーファーは。ですから、そういうの
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も含めてちょっとお答えいただけますか。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部長。 

○都市整備部長（小倉英昭） お答えをいたします。 

 道の駅潮見坂より西側の海岸線に平行する市道海

岸１号線につきましては、今のところ舗装や拡幅の

工事を行う予定はございません。 

 今後、新たな土地利用などにより交通量の増加に

よる安全性や利便性の低下が生じた場合には、必要

性に応じて整備を検討してまいりたいというふうに

考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 滝本幸夫君、いかがですか。 

○３番（滝本幸夫） 分かりました。確かに使用料

の問題というか、使用する人数、それから車の台数

であるとかそういったもののデータというのははっ

きりしたものがないもんですから、だから本当に使

い方が少ないのかどうなのかというのはよく分かり

ませんが、新しい駐車場を考えているところがもっ

と道の駅より西側なもんですから、そちらがある程

度人がいっぱい通るよとかそういうことになれば考

えていただけるという、そういう考え方でよろしい

んですか。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部長。 

○都市整備部長（小倉英昭） そうですね、土地利

用がされてきたり交通量が多くてすれ違いが非常に

困難だというような状況になりましたら、検討して

まいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 滝本幸夫君。 

○３番（滝本幸夫） 分かりました。状況の変化を

ある程度把握した上でもう一回相談しますんで、ま

たよろしくお願いいたします。 

 それと、ちょっと一つ蛇足になるかも分かりませ

んが、道の駅潮見坂でやはりもう少し、先ほどの人

数のかなり大きな減り方を見たときに、それから道

の駅とよはしとの問題もあると思うんですけれども、

やはり受け入れる体制っていうのをもう少し考えな

いと、せっかくいいものがあるのにもったいないな

っていう気がするもんですから、ちょっとしたアイ

デアとかそういうものがあれば地元で動けることは

動きますので、よろしくお願いしたいなと思います。 

 以上です。質問を終わります。 

○議長（馬場 衛） 以上で、３番 滝本幸夫君の

一般質問を終わります。 

 次に、10番 佐原佳美さんの発言を許します。 

  〔10番 佐原佳美登壇〕 

○10番（佐原佳美） 10番 佐原佳美でございます。

通告に従いまして、１題質問させていただきます。 

 主題は、新設「子ども家庭総合支援拠点」の体制

及び子育て支援センターの機能についてです。 

 質問しようとする背景や経緯は、私は発達に課題

があり、特別な支援を必要とする幼児の親御さんた

ちから幼稚園などの入園や小学校入学前の相談で関

係する課をたらい回しにされず、専門的な相談をワ

ンストップで受けられる市の相談窓口が欲しいと訴

えられ、令和元年12月定例会の一般質問で市民に寄

り添う職員の資質向上と、子供の成長に合わせた途

切れることのない支援システムや拠点となる部署の

早期創設が必要と提案しました。 

 それに対し、市長より検討中の機構改革の中で令

和３年度開始をめどに、子育て相談窓口の一元化

（ワンストップサービス）を図りたい旨の答弁があ

りました。 

 そして令和３年３月定例会、昨年のこの定例会の

一般質問で４月より実施予定の子育て相談窓口一元

化の運用を質問したところ、健康福祉部長より令和

３年４月より機構改革で子育て支援課を子ども家庭

課と名称変更し、子ども家庭相談係を新設して児童

虐待などに対応する要保護児童対策地域協議会や県

の児童相談所などとの連携強化を図る体制も整備し、

ワンストップサービスに向けた第一歩として教育委

員会の幼児教育課を子ども家庭課の隣に配置し、ワ

ンフロアで就学前までの対応をする、令和４年度に

は子供・家庭・妊産婦などを対象とした実情の把握、

相談・調査・訪問などによって適正な支援につなげ

るための子ども家庭総合支援拠点を設置して、子ど

も家庭課が所管する予定との答弁がありました。 

 また、令和元年12月一般質問で、発達に課題があ

り特別な支援を必要とする子供への支援には、専門

職の配置が必要と提案したことについても、令和４
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年度予定の子ども家庭総合支援拠点設置に向けて有

効に機能させるための専門職員の配置を含めた体制

整備の検討を進めていきたいとの答弁でした。 

 令和元年12月の提案から足かけ３年、新年度から

開始される子ども家庭総合支援拠点を中心とした湖

西市の子育てワンストップサービス、切れ目のない

子育て支援体制整備の確認をさせていただきたいと

思います。 

 では、質問の目的です。全ての子供たちが健やか

に成長できる子供と家庭への支援体制を構築し、湖

西市で子育てしたいと転入者が増えるまちにしたい

思いからです。 

 質問事項１番をお願いいたします。発達に課題が

あり支援が必要な子供への相談は、昨年３月の一般

質問の答弁では、新設の子ども家庭相談係か従来の

地域福祉課の障害係か、担当を調整していきたいと

の答弁でしたが、１年近いプレオープン、場所的な

ワンフロア化がされたのが昨年の４月からでしたの

で、この期間に支援の流れの調整や連携などの手順

を示すマニュアルはできましたか。また、実施事例

がありましたら教えていただきたいと思います。ま

ずは、子ども家庭課が相談窓口だと思いますが、発

達に課題があり支援が必要な子供への相談の流れ、

手順からお伺いいたします。お願いします。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。健康福祉部長。 

  〔健康福祉部長 袴田晃市登壇〕 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 令和４年４月から正式に設置されます子ども家庭

総合支援拠点は、育ちの応援ステーションとして子

ども家庭課がその機能を担います。発達に課題があ

る子供に関する相談も受け付けを行います。 

 市民から受ける相談内容は多種多様であり、柔軟

に対応していくことが肝要で、そのケースに応じ進

めていく必要がありますので、他部署との画一的な

連携マニュアルがなくても支援につなげられること

ができるよう、全職員が日常的に連携意識を持ち、

個々のケースに応じ、手順を進めていきたいと考え

ております。 

 なお、調整・連携の実施実例といたしましては、

子供の療育に関する相談で受けられるサービスにつ

いて紹介をした際に、療育を行っている事業所や利

用手続を確認したいという流れになり、相談者から

聞き取った情報を伝え、地域福祉課につないだケー

スがございます。また、発達支援教室、健診、ちび

っ子相談等を通じて医療機関の受診が必要と思われ

るケースについては、保護者の同意をいただいた上

で医療機関へ情報提供を行っているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） 今まず聞いたマニュアル化と

いうか連携の手順はというところの答弁が、画一的

なマニュアルがなくてもできるようにしたいとおっ

しゃられて、これは従前どおりということかなとい

うふうにちょっと思えてしまうんですけども、これ

までの湖西市の体制では市民の方たちが一人一人の

ケースに寄り添ってもらえていないという不満があ

って、私がそもそも３年前に質問しているわけで、

やはり昨年も発達に課題がある子供への支援は、こ

の問いにあるとおり子ども家庭相談係なのか地域福

祉課の障害係なのか、また調整していきますって答

えていたので、その辺の流れはできましたかという

ことを聞いているんですけど、地域福祉課と子ども

家庭課などがこの窓口がオープンするわけで、主た

るところは子ども家庭課だと思うんですけれども、

そういう部内の話合いっていうのはされてないとい

うことですか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えいたします。 

 部内におきましては、お隣同士に各課がございま

して、主は議員おっしゃられたとおり子ども家庭課

が受け、その内容をもって地域福祉課、幼児教育課

などへつないでいるというような状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） この４月に新年度予算の中で

も市長が示す重要事業の中の２番目に掲載されてい

て、予算もたくさんついてって期待するところの事

業なんですけど、今おっしゃられたのは子ども家庭
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課の隣に教育委員会の幼児教育課があって反対側に

地域福祉課があるから、隣り同士だから大丈夫です

よというのは、私の質問にも先ほどから言われてい

るように相談しましたかって聞いているので、隣に

なるから大丈夫ですっていうのはその都度相談する

っていうことだと、やはり手順が何も打ち合されて

ないというふうに聞こえてしまいますが、いかがで

しょうか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えいたします。 

 ちょっと誤解を招くような発言がございましたら

申し訳ございません。基本的には、子ども家庭課が

中心となって発達をお持ちの方の御相談を受けるん

ですが、中の職員同士でケース・バイ・ケースによ

って対応が異なるところもございますので、先ほど

も言いましたが何か画一的というか目に見えるよう

なマニュアルがなくても、職員間がそれぞれ調整を

図っていくというような動きでもう既に動いており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） 繰り返しになりますが、従前

どおりでは困るのでいろいろ提案して、それこそフ

ロアも変えてもらったりして、フロアを変えたのは

本当に職員同士だから話しやすくなるっていうため

じゃないと思うんです。相談に見える方たちが３階

に行ったり１階に行ったり、また別の庁舎、社屋に

行ったりっていうことがないようにってやったわけ

で、ちょっと平行線なのでここでこの実態は分かり

ました。 

○議長（馬場 衛） よろしいですか。 

○10番（佐原佳美） はい。やはり、私はきちっと

マニュアルはつくるべきだと思います。いろいろな、

これから私が後からしてくる質問、いろんな多胎児

のことだとかヤングケアラーのことだとかいろいろ

をとりあえずはワンストップで、一番最初の窓口と

して受けるかなと思う部署なので、４月からなので

ちょっと心配ですけど。 

 では、２番に行きます。 

○議長（馬場 衛） ２番ですね、どうぞ。 

○10番（佐原佳美） では、子ども家庭課と教育委

員会の幼児教育課、今もちょうどお話しになりまし

た、隣に来たから大丈夫ですみたいなそういうこと

では困るので、そこら辺の連携マニュアルとか相談、

手順、こういう特に子ども家庭課っていうと先ほど

私が冒頭で述べた幼稚園、特別な支援、配慮を必要

とする子供たちへの入園だ、入学だっていうときの

いろんな流れですね。ただ、どこの学校や特別支援

学級に行ってもらえばいいということじゃなくて、

その子に関わる療育手帳の申請であったり身体障害

者手帳の申請であったりという、いろんなことが必

要となるからこそのワンフロア化をまず昨年して、

今後、子ども家庭総合支援拠点ということで大々的

にシームレスな切れ目のない支援をすると言ってい

るところですので、じゃあお隣の幼児教育課との連

携についてのマニュアル等は作成されていますか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 本年度から幼児教育課が同一フロアで業務を行え

るようになったことで、子供に対する支援に向けた

連携がしやすくなりました。 

 相談内容に関連がある場合については、いつでも

連携ができる体制となったと思っております。また、

相談に来られた市民が相談しやすい状況であること

が必要でありますので、そのような雰囲気や体制づ

くりが重要であるとも考えております。 

 前問に対する答弁の繰り返しにはなりますが、多

種多様な相談内容に柔軟に対応していくことが肝要

で、そのケースに応じ進める必要がありますので、

他部署との画一的な連携マニュアルは今のところご

ざいません。支援がつなげられるよう、全職員が日

常的に連携意識を持って、個々のケースに対応して

おります。 

 なお、調整・連携の実施例といたしましては、令

和２年度から発達支援シートを母子保健係と公立幼

稚園との間で情報共有ツールとして活用しているな

ど、また市が行っております発達支援教室を卒業し

た子供の就園支援の一つとして、教室での様子など

を園に情報提供したり、子供たちが就園後の生活で

困らないよう支援したり、幼児教育課では園での子
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供の困りごと等、情報を集約し、支援が必要なケー

スについては子ども家庭課と一緒にケースを検討す

るなどの連携を行っております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） 分かりました。もちろん部長

さんのおっしゃるとおり、本当にケース・バイ・ケ

ースで健常児であっても本当に学習計画は一人一人

違うというように、特に支援を必要とするお子さん

っていうのは画一的なものではない、決められない

というのは分かりますが、マニュアルというのは結

局職員がどの職員が対応しても最低限の必要事項は

聞き漏らさなかったりという、職員の経験年数だと

かにもかかわらず、同じような相談に当たるための

手順を書いたものがマニュアルだと思うんです。だ

から画一的といっても、新人は窓口に出さないのか

分かりませんけれども、誰でもやはり同じ質の相談

を受けてもらえるためのマニュアル、利用者側から

とっては同じような情報提供をしてもらえたりする

のがマニュアルだと思うので、画一的なものはあり

ませんって大きな声で言えるのはいかがかなという

思いがします。また、御検討いただければと思いま

す。またオープンしまして、いろんな事例が出てき

ましたら多くの事例を両方で共有する中で、やはり

こういうことは漏らしてはいけないなという経験の

中から、これをマニュアル化しておこうというもの

がきっと出てくるかと思いますので、御検討をお願

いしたいなというふうに思います。 

 では３番。 

○議長（馬場 衛） ３番目ですね、どうぞ。 

○10番（佐原佳美） 子ども家庭総合支援拠点は、

妊産婦も対象と昨年３月定例会一般質問の答弁で紹

介がありました。私の昨年９月定例会一般質問の産

前産後ケア事業の拡充についての答弁で、助産師に

よる訪問型産後ケアも検討するとのことでしたが、

新年度からの産前産後ケア事業の拡充はいかがです

か、どのように体制の見直しをされたかお伺いいた

します。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 令和３年度より助産院も委託先の一つとすること

と、現行の宿泊型・デイサービス型に加え、訪問に

よる産後ケアを実施できるよう準備を進めていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） ありがとうございました。拡

充につながると思います。 

 それらの周知方法はどのようにされますか、市民

への。とにかく、昨年のアンケートでは産後ケア事

業を湖西市が実施していることを知らなかったとい

う人が７割いて、知っていたら使いたかったってい

う人が９割いたわけですので、拡充してもまた使わ

れないということでは意味がないので、いかがでし

ょうか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えいたします。 

 市のウェブサイト、それからＳＮＳを活用すると

いうことで、若い世代の方はＳＮＳを活用されてい

る方が多いものですから、こちらを有効活用して周

知してまいりたいと思っております。また、紙ベー

スでの周知も必要かと思いますので、広報紙への掲

載も考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） ９月のときにもおっしゃって

いただきました。母子手帳の発行のときに、しっか

りと分かるものを渡してほしいということもしっか

りやっていただければと思いますし、それから保育

園や認定こども園などでまだ２子、３子を出産され

るお母さんたちもいらっしゃいますので、あるいは

企業などへも広報活動をしていただけたらと思いま

すがいかがでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 議員の御意見のとおり、幅広い範囲での広報活動

は必要かなと考えておりますので、保育園の保護者、

こども園の保護者等を含めまして何かしらの情報提

供を早い段階で進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 
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○議長（馬場 衛） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） ありがとうございます。 

 関連なんですけれども、産後ケアというくくりの

中には子供さんを出産できなく、流産とか死産とい

う形で産後ケアの規定の中には出産後１歳未満の子

供さんを対象とする母子への支援というようなうた

われ方をしているんですけれども、そういう周産期

グリーフケアという、悲しみを癒やすケアというグ

リーフケアって言われますけど、流産や死産を経験

した人への支援というそれらも含んで、赤ちゃんは

育たなかったけども産んでいる母体や心身が傷んで

いる状態の方たちに、それらへの方へも産後ケアを

してほしいんですけどいかがでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 議員おっしゃられるとおり、やっぱりお子さんを

亡くされた保護者の方の心身の傷みというのはそれ

相応のものがございます。妊婦健診の受診券が利用

できるわけではございませんが、グリーフケアとし

て使用可能な事業としては産婦健診と産後ケア事業

が挙げられます。産婦健診は上限２回、一部公費が

受けられる健診で、母体管理を中心に心身をチェッ

クする内容が含まれております。また、産後ケア事

業につきましては上限７日間の利用が可能となって

おりますので、こちらの支援を活用していただけれ

ばと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） ありがとうございます。７日

間のショートステイも体の回復に、その７日間の中

で助産師さんや何かの本当に心理的なサポートも受

けられればと思いますが引き続きの、産んだ方が１

年間ケアしていただけるわけですから、保健師さん

等寄り添っていただければなという思いをお伝えし

ます。 

 あと今おっしゃられた妊産婦健診の費用、妊婦健

診のお話がちらっと出たかと思うんですけども、双

子ちゃんとか三つ子ちゃんを妊娠されている方って

いうのは14回の無料の健診チケットを使い切らずに

管理入院になってしまう方があって、早産とかに対

しての。無料チケットの残額があるという方がいる

んですけども、お産っていうのは本当に全治３か月

の重傷の大けがに匹敵する体のダメージっていうと

ころで、それが双子ちゃん、三つ子ちゃんを出産さ

れたっていう方は２倍、３倍の重症な、体の回復に

時間がかかるわけですけれども、それを１歳までと

いうくくりの中とか、湖西市の規定だけの補助じゃ

なくて、使い切らなかったチケットは自分たち使え

る権利があるんじゃないかってちょっとおっしゃら

れたお母さんがいて、そうですねと。自分たちに与

えられた権利というか、その金額を使えるんじゃな

いかという、湖西市の裁量でそういうのはどうにか

ならないんでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 議員おっしゃられているとおり、多胎児をお持ち

の保護者については出産前までに入院加療されると

いう方もお見えになるというふうには聞いておりま

す。そのような中で、御意見のとおり受診券が全て

使えないということになろうかと思いますが、誠に

申し訳ないんですが、現時点では湖西市の裁量とし

てその受診券を使っていただくということはできな

いということで御回答とさせていただければと思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） 分かりました。国の制度とい

うことですので、では４番に行きます。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美さん、ここで質問の

途中ですけど１時間を超えておりますので、ここで

暫時休憩を取りたいと思います。再開を14時20分に

させていただきます。 

午後２時05分 休憩 

───────────────── 

午後２時20分 再開 

○議長（馬場 衛） 休憩を解いて会議を再開いた

します。 

 佐原佳美さんの一般質問を続けます。10番 佐原

佳美さん、質問項目の４番目から。 

○10番（佐原佳美） 昨年６月定例会一般質問で、
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私はヤングケアラーの支援について、子供のプラッ

トホームである学校で教職員がいち早く家族の介護

を担う子供たち、ヤングケアラーを発見すべく研修

をして支援に結びつけてほしいと実態調査等を提案

しましたが、来年度設置の子ども家庭総合支援拠点

で対応するとの答弁でした。 

 その後、学校との連携などについて子ども家庭課

と対応マニュアルの検討や調査などされましたか、

また連携・支援したケースは何件あり、どのように

関係につなげましたか。 

 昨年の６月の一般質問のときに、健康福祉部長よ

りヤングケアラーと思われる環境福祉に関する相談

は、平成22年22人、令和２年に47人と４倍になって

いるとの答弁でしたが、その際、つなぎ方、手順な

どはお聞きしなかったので、マニュアルなどの検討

や調査をされたかお伺いいたします。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） お答えをいたします。 

 今の御質問の中、何点か項目があると思いますの

で１つずつ回答していきます。 

 まず、ヤングケアラーの実態調査につきましては、

静岡県が令和３年11月、昨年の11月、小学校５年生、

６年生、中学生を対象に静岡県ヤングケアラー実態

調査を実施いたしました。調査することによって教

職員だとか、あるいは児童生徒のヤングケアラーの

認知度は向上したというように思っております。 

 今後、厚生労働省よりポスターとかリーフレット

が配布されたり動画が配信されたりする予定でござ

います。広報媒体を通して、教職員や児童生徒の認

知度がさらに向上するよう努めてまいります。 

 また、ヤングケアラーではないかと思われた児童

生徒に関して、子ども家庭課と学校で情報を共有し

たケースが本年度１件で、継続ケースを合わせて４

件ございます。今後、ヤングケアラーではないかと

思われる児童生徒については、状況に応じて子ども

家庭課や西部児童相談所などに相談をし、連携して

子供の負担感や不安感を軽減するように努めていき

たいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） ありがとうございます。先月

２月25日の参議院予算委員会では、公明党の伊藤た

かえ参議院議員が新年度予算案にヤングケアラーの

支援体制強化事業の創設が盛り込まれたというとこ

ろから、学校の協力は不可欠という質問をしたとき

に、末松文部科学相が教育委員会が積極的に調査実

施に関わるなど、福祉部局との連携が適切にされる

ように、全国的な実態調査に努めたいということ、

それから後藤厚生労働相が自治体に対してヤングケ

アラーを発見するための着眼点や支援のつなぎ方な

ど、マニュアルにまとめ周知していきたいという、

これは国のほうからマニュアルができてきますので、

福祉のほうも大丈夫かと思いますが、または新年度

の診療報酬のほうの改定でも、病院のほうでヤング

ケアラーを報告するとその医療機関に加算がつくな

ど、そんな報道もありました。大人の目配りをしっ

かりして、お願いしたいと思います。 

 では、５番をお願いいたします。 

○議長（馬場 衛） ５番ですね、どうぞ。 

○10番（佐原佳美） 発達に課題がある子供の保護

者は、市役所内の関係部署間で子供の情報共有を希

望しているところから、令和元年の一般質問でシス

テム改修などを提案しましたが、昨年の質問でも慎

重にということではっきりとしたいろいろな情報共

有の仕方などの答弁はありませんでした。 

 ある方は市外の療育センターに行ったり、市内の

保育施設や病院に行っていますけれども、いろいろ

なそのお子さんを取り巻く関係者の中で、先ほどの

健康福祉部長の答弁の中でケース検討会等をやりた

いというようなことはありましたけれども、今後そ

ういう情報共有というものを積極的にしていってい

ただきたいんですが、いかがでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 本年度から教育委員会の幼児教育課が同一フロア

で業務を行うようになったことから、子ども家庭課、

幼児教育課、地域福祉課の複数の部署間の子供に関

する情報連携は取れており、それが電子的な情報共

有化ということは別にいたしまして、情報がつなげ

られる状況にあり、相談に来られる方の利便性も向



１５２ 

上していると感じております。 

 一方、発達に課題がある子供のデリケートな内容

につきましては、市外の施設や医療機関などとの情

報共有におきましても慎重に取り扱う必要がありま

すので、情報についてどのような方法で共有・連携

するのがよいのか、他市が行っている情報連携の方

法なども参考にしながら、研究を進めてまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） ありがとうございます。前向

きに取り組んでいただけるというふうに分かりまし

た。 

 では６番をお願いします。 

○議長（馬場 衛） ６番ですね、どうぞ。 

○10番（佐原佳美） 療育支援が必要なお子さんの

保護者から、市内に１日コースの療育センターがな

く、浜松市や豊橋市まで通っている、市内に療育セ

ンターを設置する希望の声がありますが、子育て支

援センターの運営の中に療育センターの機能を一部

設けて、子育て支援ひろばなどを運営している民間

の専門機関に委託して機能強化していくのはいかが

でしょうか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 発達に課題のある子供への支援の一つとして、本

年度後半から県の事業であります出張巡回相談を２

か月に一度実施しており、また今後の子育て支援セ

ンターの在り方については、民間の専門機関や子育

て支援に関わります関係機関の御意見を聞きながら、

議員御提案の民間委託の方法も選択肢に含め、湖西

市に合った子育て支援センターの在り方を研究して

まいります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） ぜひ研究して、市民の皆さん

の期待に応えられるようにお願いいたします。 

 では７番。 

○議長（馬場 衛） ７番ですね、どうぞ。 

○10番（佐原佳美） 浜松市には妊娠期から３歳未

満児を連れて参加し、子育ての仲間づくりの場とな

り、助産師などによる相談日などイベントを定期的

に行う子育て支援ひろばというものが市内25か所に

あります。プラスの機能として発達支援、外国人支

援、多世代支援、長期休暇支援などひろば事業に加

えられているものもあります。当市も巡回相談はあ

りますが、多世代との居場所づくりと併せて高齢者

の地域の居場所などができていますが、子育て支援

ひろば事業を委託で開始してはいかがでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 浜松市の25か所の子育て支援ひろばは、地域子育

て支援拠点施設であり、湖西市で言えば子育て支援

センターがそれに当たります。 

 療育支援に関する事業に加え、多世代支援、子育

ての仲間づくりの場、相談できる場、子育て関連イ

ベントなどを含めた既存施設の活用などにつきまし

ては、子育て支援全般にわたる課題でありますので、

それを切り離して考えることはできないと考えてお

ります。 

 先ほどの答弁と重複をいたしますが、民間の専門

機関や子育て支援に関わります関係機関の皆様の御

意見も聞きながら、湖西市の子育て支援政策として

どのようにすることがよりよいものとなるのかを、

総合的に検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） ぜひ、研究のほうをよろしく

お願いします。 

 昨年の12月18日の日本経済新聞には、データで読

む地域再生という特集があり、人口20万人以上の

160市区の回答の調査ですが、そのところには子育

て支援人口増に直結の大きな見出しで、育児のまち

ランキング、千葉松戸首位とありました。千葉県松

戸市が全国の20万人以上の市ですけれども１位の理

由として、市内に27か所の乳幼児とその親が集まれ

る広場を開設して、専門家が育児相談に乗っている

というのです。そこに行けば相談ができ居場所があ

るという、やはりこのひろば事業を推進していただ

きたいと思います。 
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 では、次に行かせていただきます。８番。 

○議長（馬場 衛） ８番ですね、どうぞ。 

○10番（佐原佳美） 当市では、2011年からの過去

10年間で双子、三つ子の出生組数は37組で、年平均

４組の多胎児さんが生まれていますと子ども家庭課

に伺いました。一番多い出生の年は2015年で８組、

双子ちゃん、三つ子ちゃんが生まれています。この

ような双子、三つ子の子供さんを持つ家庭が集う多

胎児サークルが当市にはありません。それらを立ち

上げようとしている、準備している保護者が見えま

す。多胎児サークルへの支援と多胎児用の育児助言

や成長の記録、日常のミルクの量やおむつ交換など

の記録を２人、３人が一緒に記入できるようなふた

ご手帳とふたご手帳記録ノートを誕生祝いに贈呈し

てはいかがでしょうか。これは浜松市なども、静岡

県内５市２町で配布していますが、これ１冊1,000

円と送料ということなんですけどいかがでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 多胎児サークルに限らず、現在も子育てサークル

の活動の場として子育て支援センターの空き教室を

貸し出して行っております。 

 それ以外では、県が行っている子育てサークル育

成アドバイザー制度や市民活動支援の情報提供をさ

せていただきながら、随時相談に乗っていければと

こちらは考えております。 

 多胎児を持つ家庭に特化した支援といたしまして、

令和４年度からしずおか多胎ネットが制作・発行す

るふたごみつご子育てブック（湖西版）を妊娠届出

時に配布する準備を現在進めております。さらに必

要があれば、議員御提案のふたご手帳、記録ノート

を市が購入し、妊娠届出時などに配布するのも支援

の一つと考えられます。ふたごみつご子育てブック

とふたご手帳は、多胎妊娠の経過や注意点、育児の

工夫などが説明されており、手引書として有効なも

のと考えております。記録ノートにつきましては、

使いやすさなどについて個人差があると考えており

まして、紙のノートや他に妊産婦が自由に選択して

活用できる複数の民間アプリなどもありますことか

ら、その利便性・有効性について研究してまいりた

いと考えております。また、対象は少ないですが、

このほかにも多胎児を持つ家庭への有効な支援につ

いて前向きに検討を進めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） ありがとうございます。どう

しても子育て支援っていうと、本当に妊娠期から産

後ケア、そして小学校入学までぐらいに思いますけ

ども、本当に双子ちゃん、三つ子ちゃんの親御さん

が昨年の子育て産後ケア事業のアンケートをしたと

きにそのアンケートに応じていただきまして、本当

に過酷なというか大変な育児の様子をお聞かせいた

だきました。本当に支援が必要だと思います。 

 また、先ほど申しました日本経済新聞社の子育て

しやすいまちランキングのところで、お隣の愛知県

豊橋市が全国で14位で、東海４県では１位でした。

その理由として書かれていたのが、豊橋市では双子

や三つ子が１歳になるまで家庭にボランティアの育

児サポーターを派遣し、外出や入浴、授乳の手助け

をしたり、子供をあやしたりして１回２時間、妊娠

中に16回、出産後に16回利用できというものがあり

まして、全国15位の東海４県では２位の豊田市は、

育児ヘルパーを子供１人なら１歳まで、双子、三つ

子なら３歳までおむつ交換や授乳、洗濯を手伝うサ

ービスも実施しています。本当に湖西市も妊産婦の

タクシーという提案も予算のほうに案としてありま

したが、本当に他市では双子ちゃん、三つ子ちゃん

の子供さんに対してのタクシー券を発行していると

ころもあったり、本当にやはり多胎児の御家庭への

経済的支援も大きいわけです。精神的支援ももちろ

んですけれども、経済的支援も。なのでここで１冊

1,000円の、先ほどさらに希望があれば考えるとお

っしゃいましたけれども、現に子育てしている方の

希望があるふたご手帳とふたご記録ノートというも

のは年間本当に４組か５組の出生組数でありますの

で、本当に四、五千円プラス送料ですが、ぜひとも

それは実現、生の声を聞いて届けていますので御検

討いただきたいなと思います。いかがでしょう。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えいたします。 
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 議員御意見のとおり、数はそんなにないというこ

ともありますので、本当に前向きに検討を進めてま

いります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） よろしくお願いいたします。 

 では９番に行きます。 

○議長（馬場 衛） ９番ですね、どうぞ。 

○10番（佐原佳美） 発達支援が必要な子供の保護

者から困りごとを誰に聞けばよいか、どこに行って

相談したらよいか分からないという声を聞きます。

ほかからもそうです。発達に課題があるお子さんで

ない一般の御家族からも聞かれます。 

 浜松市の子育て情報サイト「ぴっぴ」のようなウ

ェブでのワンストップ情報やサイトの設置や、それ

から子ども家庭総合支援拠点を中心とした子育て相

談や事業をウェブやリーフレットにして周知しては

いかがでしょう。これから本当に重要事業として市

長も位置づけて、予算もたくさん計上していただい

ている子育て支援ですので、ぜひとも周知をしっか

り図ってもらいたいんですがいかがでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 本年２月からリニューアルされました市の公式Ｌ

ＩＮＥを活用して、健診や各種教室の事前通知、子

育てイベント、子育て施設の情報を随時配信など、

湖西市ＤＸ推進計画の基本方針の一つである市民向

けサービスのＤＸの推進の中で、子ども家庭課が育

ちの応援ステーションであることと、妊娠期から子

育て期に関わる情報の発信を積極的に行ってまいり

たいと考えております。 

 また、デジタルによるもののほか、やはりリーフ

レットなど紙媒体のものも必要かと思いますので、

アナログによる情報提供も並行して行ってまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） 分かりました。ぜひとも、せ

っかくよいものができますので、中身の充実と広報

をしっかりお願いしたいと思います。 

 また、担当部長級の専任者と言っていいんですか

ね、その子供支援拠点の責任者も新たに設置される

ということですので、大いに期待しております。 

 では10番、お願いいたします。 

○議長（馬場 衛） 10番、最後ですね、どうぞ。 

○10番（佐原佳美） 子育て支援センターののびの

び預かり保育は、２歳から就学前の子供を予約して

預かってもらうサービスですが、母親が病院に受診

するなど、必要時に１歳から預かってほしいとの希

望があります。年齢を下げて、条例等の改正が必要

だとは思いますが、その点はいかがでしょうか。ち

ょっと細かい事項になりますが、より市民の御意見

を届けようと思ってお聞きします。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 のびのび預かり事業につきましては、議員からの

御指摘をいただきました対象年齢の見直しとともに、

利用できる時間の見直しが必要であると認識をして

おります。まずは利用時間帯から見直しを検討し、

対象年齢につきましても他のサービスとのバランス

を考慮しながら、利用しやすいサービス内容になる

よう、前向きに検討してまいりたいと考えておりま

す。 

 また、ゼロ歳から対象となるほかの事業といたし

ましては、サポートしてもらいたい側の委託会員と

サポートする側の受託会員によるファミリー・サポ

ート・センター事業がございます。このファミリ

ー・サポート・センター事業は、従来の保育サービ

スだけでは十分でない部分に柔軟に対応することも

目的の一つとされているサービスです。預かり保育

も対象となりますので、そちらの御利用を選択肢の

一つとして検討していただければと思います。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） 本当に既にいろいろな制度も

整備されていることから、市民がより分かりやすく

利用しやすいように、本当に先ほどのＤＸの推進と

併せて、若い方たちが多く見るＬＩＮＥ、湖西市の

公式ＬＩＮＥを読み込んでいただかないとまず始ま

らないことではありますけれども、また情報提供を
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お願いいたします。 

 また、いろいろな時間の検討などもしていただけ

る、例えば午前中だけ預けても本当に病院なんかで

浜松市の病院に行けば、午後１時を回ってしまうと

かそういう方もあるかと思いますので、検討内容と

いうのはまだ公表できないということですか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 こののびのび預かり保育につきましては条例にな

っておりますので、年齢の見直しにつきましては条

例改正、それから料金体系につきましても条例のほ

うの一部改正が必要になるかと思います。 

 令和４年度、当面、試行的に週１日、利用時間の

延長ができないかということで、今現状、調整を進

めているところでございます。この辺りが決まりま

したら、また御報告させていただければと思います。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） ありがとうございます。いろ

いろ試行もしていただけるということでありがとう

ございました。 

 ではまとめになりますが、さきに述べましたよう

に昨年の日本経済新聞の子育てしやすいまちランキ

ングというところですけど、９月から10月に行われ

た日本経済新聞社日経ＢＰの情報サイト、日経クロ

スウーマンというものの採点や分析で、子育てに選

ばれるまちづくりの１位、２位、３位は、１位が千

葉県松戸市、２位が栃木県宇都宮市、３位が千葉県

浦安市でした。いずれも2020年の国勢調査では、

2015年比、人口が増加しています。松戸市は3.1％

の増でゼロから５歳児は30％子供が増加していると

いうことです。やはり、子育て支援策が充実してい

るところに人口が集まるということで、市長のおっ

しゃっている職住近接の近道は子育て支援策の充実

だと、もちろん市もそのように向いてはいただいて

おりますが、より私が申しましたようなことも市民

の皆さんの声なので、ぜひともお聞き届けいただく

内容で充実をお願いしたいと思います。 

 もうくどいようですが、市長さんはこの計画を３

年前からもずっと言われていて、でもこのように実

現に向けて着々と進めていただいておりますが、抱

負を一言お願いいたします。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 今部長のほうから幾つか答弁もさせていただきま

したけれども、やっぱり制度自体をどうやったらで

きるかということを考えていくことが大事だと思っ

ております。今の御要望もそうですし、これまでの

過去のものもそうですけれども、現状があってそれ

を分析してどんな形でやっていくかというのは、一

つ一つ年数は先ほどの３年だとか１年だとか物によ

っても様々ですけれども、今議員からいただいたお

声ですとかタウンミーティングとか、ほかの様々な

場でいただいた子育て世代からのお声、これをどう

いう形で反映させるかということは継続的に不断に

取り組んでいきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） では、本当に新型コロナで山

積している多くの事業の中ですが、同時進行でやっ

ていかないと子育て中のお母さんたちも社会的孤立

に陥って、本当に若いお母さんの幼児虐待や自殺と

いうのも確実に増えています。コロナの施策の裏に

は、このようなカバーしなければならない施策もあ

りますので、釈迦に説法かとは思いますがぜひとも

よろしくお願いいたします。 

 これで一般質問を終わります。ありがとうござい

ました。 

○議長（馬場 衛） 以上で、10番 佐原佳美さん

の一般質問を終わります。 

 これをもちまして、本日予定しておりました一般

質問を終わります。 

───────────────── 

 以上で本日の日程は終了いたしました。本日はこ

れにて散会いたします。お疲れさまでございました。 

午後２時45分 散会 

───────────────── 

 


